
- 1 - 

平成２８年６月９日判決言渡 

平成２７年（行ケ）第１０１２６号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 平成２８年５月１７日 

判        決 

 

原      告        日 本 特 殊 陶 業 株 式 会 社 

 

訴訟代理人弁理士        奥 田  誠 

同               冨 田 泰 久 

 

被 告                株 式 会 社 デ ン ソ ー 

 

訴訟代理人弁理士        碓 氷 裕 彦 

同               中 村 広 希 

主        文 

１ 特許庁が無効２０１４－８０００３１号事件について平成２７年

５月２７日にした審決を取り消す。 

２ 訴訟費用は被告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由           

第１ 請求 

   主文第１項と同旨 

第２ 事案の概要 

１ 特許庁における手続の経緯等 

 被告は，平成２０年１２月１８日，発明の名称を「ガスセンサ素子及びそ

の製造方法」とする発明について特許出願（特願２００８－３２２１８０号。

以下「本件出願」という。）をし，平成２４年１０月１２日，特許第５１０
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４７４４号（請求項の数４。以下「本件特許」という。）として特許権の設

定登録を受けた。 

 原告は，平成２６年２月２６日，本件特許を無効とすることを求めて無効

審判請求をした。 

特許庁は，上記請求を無効２０１４－８０００３１号事件として審理し，

平成２６年１２月３日付けで審決の予告をした。 

これに対し被告は，平成２７年２月３日付けで本件特許の特許請求の範囲

及び明細書について訂正請求をした（以下，この訂正請求に係る訂正を「本

件訂正」という。）。 

 その後，特許庁は，平成２７年５月２７日，「請求のとおり訂正を認める。

本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）

をし，その謄本は，同年６月４日，原告に送達された。 

    原告は，平成２７年７月１日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提

起した。 

２ 特許請求の範囲の記載 

本件訂正後の特許請求の範囲は，請求項１ないし３からなり，その記載は，

次のとおりである（以下，本件訂正後の請求項１ないし３に係る発明を，それ

ぞれ「本件発明１」，「本件発明２」及び「本件発明３」という。また，本件

訂正後の明細書（甲８）を，図面を含めて「本件明細書」という。）。 

 「【請求項１】 

 固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設けてなる

ガスセンサ素子において， 

 上記固体電解質シートは，電気絶縁性を有するアルミナ材料からなるアルミ

ナシートに設けた充填用貫通穴内に，酸素イオン導電性を有するジルコニア材

料からなるジルコニア充填部を配設してなり， 

 上記一対の電極は，上記ジルコニア充填部の両表面に設けてあり， 
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 上記アルミナシートの両表面には，該アルミナシートよりも薄く，電気絶縁

性を有するアルミナ材料からなる一対の表面アルミナ層が積層してあり， 

 該一対の表面アルミナ層には，上記ジルコニア充填部の配設箇所に対応して

開口用貫通穴が設けてあり， 

 該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成してあって，該開口用

貫通穴から上記電極が露出し，且つ，該開口用貫通穴の周縁部は，上記ジルコ

ニア充填部の両表面における外縁部に重なっていることを特徴とするガスセン

サ素子。 

【請求項２】 

 請求項１において，上記ガスセンサ素子は，上記ジルコニア充填部を配設し

た２枚の上記アルミナシートを，電気絶縁性を有するアルミナ材料からなるス

ペーサを介して積層してなり， 

 該スペーサによって，上記２枚のアルミナシートにおける上記ジルコニア充

填部に対応する位置に，被測定ガスを導入するためのチャンバーを形成したこ

とを特徴とするガスセンサ素子。 

【請求項３】 

 固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設けてなる

ガスセンサ素子を製造する方法において， 

 電気絶縁性を有するアルミナ材料を用いて，充填用貫通穴を有するアルミナ

シートを形成し， 

 酸素イオン導電性を有するジルコニア材料からなり，上記充填用貫通穴の形

状に沿った形状のジルコニアシートを，上記充填用貫通穴内に配置し， 

 上記ジルコニアシートの両表面における外縁部に重なる状態で，且つ，上記

電極を露出した状態で，上記アルミナシートの両表面に電気絶縁性を有するア

ルミナ材料からなり，上記電極を露出させるための開口用貫通穴を有する一対

の表面アルミナ層を配置して，シート体を形成し， 



- 4 - 

 該シート体を焼成することを特徴とするガスセンサ素子の製造方法。」 

３  請求人が審判で主張した無効理由 

 無効理由１ 

  本件特許の請求項１及びこれを引用する請求項２の記載は，ジルコニア充

填部が充填用貫通穴から抜け出し得る空間についての記載がなく，不明確で

あるから，特許法３６条６項２号の要件(明確性要件)を満たしておらず，ま

た，ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止する

という作用効果を奏しない範囲を含むものであるから，同条６項１号の要件

(サポート要件)も満たしていない。 

 無効理由２ 

本件特許の請求項１及びこれを引用する請求項２の記載は，開口用貫通穴

の周縁部がジルコニア充填部の外縁部に重なる範囲又は程度についての規定

がないため，ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを

防止するという作用効果を奏しない範囲を含むものであるから，サポート要

件を満たしていない。 

 無効理由３ 

 本件特許の請求項２の記載は，「ジルコニア充填部に対応する位置」がど

のような位置を示しているのかが不明確であり，ジルコニア充填部とチャン

バーとの位置関係が不明確であるから，明確性要件を満たしておらず，また，

ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止するとい

う作用効果を奏しない範囲を含むものであるから，サポート要件も満たして

いない。 

 無効理由４ 

 ア 本件発明１は，①甲２（特開２００７－２７８９４１号公報）に記載さ

れた「センサ素子」に関する発明（以下「甲２発明 」という。）及び甲

３（特開２００４－９３２０７号公報）に記載された技術(以下「甲３技術」
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という。)，②甲４（特開２００３－２９４６９８号公報）に記載された発

明（以下「甲４発明」という。）及び甲５（特開２００３－２４０７５０

号公報）に記載された技術（以下「甲５技術」という。），又は，③甲４

発明及び甲６（特開２０００－６５７８２号公報）に記載された技術（以

下「甲６技術」という。）に基づいて，本件出願前に当業者が容易に発明

をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特

許を受けることができないものである。 

 イ 本件発明２は，甲２発明 甲３技術に基づいて，本件出願前に当業

者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の

規定により，特許を受けることができないものである。 

 ウ 本件発明３は，甲２に記載された「センサ素子を得る方法」に関する発

明 及び甲３技術に基づいて，本件出願前

に当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条

２項の規定により，特許を受けることができないものである。 

４ 本件審決の理由 

 本件審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであるが，その要旨は，次の

とおりである。 

 ア 無効理由１について 

   請求項１にジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出し得る空間につ

いての特定がされていないことをもって，請求項１の記載が明確でないと

いうことはできない。 

   請求項１には，課題を解決するための手段が反映されており，発明の作

用効果を奏しない範囲を含むとはいえない。 

   したがって，請求項１及びこれを引用する請求項２の記載は，明確性要

件及びサポート要件を満たしていないとはいえない。 

 イ 無効理由２について 
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   請求項１の記載が表面アルミナ層の開口用貫通穴の周縁部とジルコニア

充填部の外縁部とが重なる範囲及び程度を特定していないことをもって，

ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止すると

いう作用効果を奏しない範囲を含むとはいえない。 

   したがって，請求項１及びこれを引用する請求項２の記載は，サポート

要件を満たしていないとはいえない。 

ウ 無効理由３について 

  請求項２が被測定ガスを導入するためのチャンバーを形成する位置をジ

ルコニア充填部に対応する位置として特定していることをもって，請求項

２の記載が明確でないとまでいうことはできない。 

  請求項２が引用する請求項１では，ジルコニア充填部が充填用貫通穴か

ら抜け出してしまうことを防止するという作用効果を奏するための構成が

特定されているから，請求項２の記載が発明の作用効果を奏しない範囲を

含むとはいえない。 

  したがって，請求項２の記載は，明確性要件及びサポート要件を満たし

ていないとはいえない。 

エ 無効理由４について 

  本件発明１は，①甲２ 及び甲３技術，②甲４発明及び甲５技術

及び③甲４発明及び甲６技術のいずれの組合せに基づいても，当業者が

容易に発明をすることができたものとすることはできないから，本件発

明１に係る特許は，特許法２９条２項の規定に違反しない。 

  本件発明２は，本件発明１の発明特定事項を全て含み，更に発明特定

事項を追加したものであり，本件発明１と同様に，甲２ 及び甲３

技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすること

はできないから，本件発明２に係る特許は，特許法２９条２項の規定に

違反しない。 
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  本件発明３は，甲２ 及び甲３技術に基づいて当業者が容易に発

明をすることができたものとすることはできないから，本件発明３に係

る特許は，特許法２９条２項の規定に違反しない。 

 本件審決が無効理由４についての判断の前提として認定した甲２発明 ，

甲４発明， の各内容，本件発明１と甲２発明 との

各一致点及び相違点並びに本件発明３と甲２発明 との一致点及び相違点は，

以下のとおりである。 

ア 甲２発明  

「一対の電極である第１電極４０４と第２電極４０６とのうち，第１電極

４０４は絶縁部材４０５の表面に配置され，第２電極４０６は絶縁部材４

０５の裏面に配置され， 

 絶縁部材４０５は絶縁性材料であるアルミナからなり，厚さ方向に貫通

する貫通孔４３３を有する板型形状に形成されており，部分安定化ジルコ

ニア焼結体で構成されている固体電解質体４３５が，絶縁部材４０５にお

ける貫通孔４３３の内部に配置されており， 

 第１電極４０４は，第１電極部４５１全体が固体電解質体４３５の一部

を覆い， 

 第２電極４０６は，第２電極部４４７全体が固体電解質体４３５の一部

を覆い， 

 絶縁部材４０５の裏面には，第２電極４０６を挟み込むようにして，保

護層４０７が形成されており， 

 絶縁部材４０５の表面には，ヒータ５００の第２基体４０３で第１電極

４０４を挟み込むようにして，ヒータ５００が形成されている，センサ素

子４」 

イ 甲４発明 

 「第１絶縁性基部１１，第２セル部１３，層間調節層１５３及び１５４
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並びに律速導入部１５１及び１５２で形成される内室１５，第１セル部１

２，中間層１７，第２絶縁性基部１６が，この順に積層された積層型ガス

センサ素子であって， 

 中間層１７は，アルミナからなる中間層多孔質部１７１及び中間層非多

孔質部１７２からなり， 

 第１セル部１２は，貫通穴を有しアルミナからなる層間調節層１２４，

層間調節層１２４の貫通穴に配置され，酸素イオン導電性を有するジルコ

ニア材料からなる第１セル部用固体電解質体１２１，第１セル部用固体電

解質体１２１の中間層１７側に設けられた第１セル部用電極１２２，第１

セル部用固体電解質体１２１の内室１５側に設けられた第１セル部用電極

１２３からなり， 

 内室１５を形成する層間調節層１５３及び１５４並びに律速導入部１５

１及び１５２はアルミナからなり， 

 中間層１７の厚さは，層間調節層１２４及び第１セル部用固体電解質体

１２１の厚さよりも薄く， 

 第１セル部用電極１２２及び１２３の幅は，第１セル部用固体電解質体

１２１の幅及び内室１５の幅よりも狭く， 

 内室１５の幅は，第１セル部用固体電解質体１２１の幅よりも狭い，積

層型ガスセンサ素子。」 

   ウ  

     「厚さ方向に貫通する貫通孔が形成された板型形状の絶縁性材料からな

る絶縁部材と，少なくとも一部が貫通孔に配置された固体電解質体と，少

なくとも自身の一部が固体電解質体を覆う電極部と，長手方向に延びて電

極部に接続するリード部と，を有し，絶縁部材および固体電解質体の板面

上に配置される一対の電極と，を備えるガスセンサ素子の製造方法であっ

て， 
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     アルミナ粉末９７質量％の第１原料粉末と可塑剤とを湿式混合により分

散した第１スラリー，アルミナ粉末６３質量％の第２原料粉末と可塑剤と

を湿式混合により分散した第２スラリー，ジルコニア粉末９７質量％の第

３原料粉末と可塑剤とを湿式混合により分散した第３スラリーを用意し， 

     第１スラリーを用いて，加工焼成後に絶縁部材４０５となる未焼成絶縁

部用シート１１７，焼成後に保護層４０７となる未焼成シート，焼成後に

第２基体４０３となる未焼成シートである未焼成第２基体４０３を形成し， 

     第２スラリーを用いて，加工焼成後に電極保護部４４１となる未焼成電

極保護部用シートを形成し， 

     第３スラリーを用いて，加工焼成後に固体電解質体４３５となる未焼成

固体電解質体用シート１１３を形成し， 

     貫通孔形成工程では，パンチ型３０７を下降させて未焼成絶縁部用シー

ト１１７に貫通孔４３３を貫設して未焼成絶縁部材４０５を作成し， 

     打抜配置工程では，未焼成絶縁部材４０５の上に未焼成固体電解質体用

シート１１３を配置し，パンチ型３０７を下降させ，未焼成固体電解質体

用シート１１３から未焼成固体電解質体４３５を繰り抜くとともに，未焼

成絶縁部材４０５の貫通孔４３３に未焼成固体電解質体４３５を挿入し， 

     未焼成固体電解質体４３５及び未焼成絶縁部材４０５と同様にして，焼

成後に保護層４０７となる未焼成シート及び未焼成電極保護部用シートに

対して貫通孔形成工程，打抜配置工程を行うことで，未焼成補強部４０８

の貫通孔４４２に未焼成電極保護部４４１を配置して，未焼成保護層４０

７を形成し， 

     未焼成固体電解質体４３５および未焼成絶縁部材４０５の上に，未焼成

第１電極４０４および未焼成第２電極４０６をスクリーン印刷法により形

成し， 

     未焼成第１電極４０４を挟み込むようにして，未焼成絶縁部材４０５を
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未焼成第２基体４０３に対して積層し，未焼成第２電極４０６を挟み込む

ようにして，未焼成保護層４０７を絶縁部材４０５に対して積層して，下

方から順に，未焼成第２基体４０３，未焼成第１電極４０４，未焼成絶縁

部材４０５，未焼成第２電極４０６，未焼成保護層４０７などが積層され

た未焼成成型体を形成し， 

     焼成工程として，樹脂抜きを行う前焼成を実施した後，さらに本焼成し

て， 

     酸素濃度を検出するセンサ素子４を得る方法。」 

エ  

  一致点 

     「固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設

けてなるガスセンサ素子において， 

     上記固体電解質シートは，電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる

アルミナシートに設けた充填用貫通穴内に，酸素イオン導電性を有する

ジルコニア材料からなるジルコニア充填部を配設してなり， 

     上記一対の電極は，上記ジルコニア充填部の両表面に設けてある，ガ

スセンサ素子。」である点。 

     相違点 

     本件発明１においては，「上記アルミナシートの両表面には，該アル

ミナシートよりも薄く，電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる一対

の表面アルミナ層が積層してあり，該一対の表面アルミナ層には，上記

ジルコニア充填部の配設箇所に対応して開口用貫通穴が設けてあり，該

開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成してあって，該開口

用貫通穴から上記電極が露出し，且つ，該開口用貫通穴の周縁部は，上

記ジルコニア充填部の両表面における外縁部に重なっている」のに対し，

は，そのような表面アルミナ層を備えていない点。 
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    オ 本件発明１と甲４発明の一致点及び相違点 

      一致点 

       「固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設

けてなるガスセンサ素子において， 

       上記固体電解質シートは，電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる

アルミナシートに設けた充填用貫通穴内に，酸素イオン導電性を有する

ジルコニア材料からなるジルコニア充填部を配設してなり， 

       上記一対の電極は，上記ジルコニア充填部の両表面に設けてあり， 

       上記アルミナシートの上面には，該アルミナシートよりも薄く，電気

絶縁性を有するアルミナ材料からなる表面アルミナ層が積層してあり， 

       上記アルミナシートの下面には，電気絶縁性を有するアルミナ材料か

らなる表面アルミナ層が積層してあり， 

       上記アルミナシートの下面の表面アルミナ層には，上記ジルコニア充

填部の配設箇所に対応して開口用貫通穴が設けてあり， 

       該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな幅に形成してあって，該開

口用貫通穴から上記電極が露出し，かつ，該開口用貫通穴の幅方向の周

縁部は，上記ジルコニア充填部の下面における幅方向の外縁部に重なっ

ているガスセンサ素子。」である点。 

      相違点 

      （相違点１） 

       アルミナシートの上面の表面アルミナ層が，本件発明１においては，

「上記ジルコニア充填部の配設箇所に対応して開口用貫通穴が設けてあ

り，該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成してあって，

該開口用貫通穴から上記電極が露出し，且つ，該開口用貫通穴の周縁部

は，上記ジルコニア充填部の両表面における外縁部に重なっている」の

に対し，甲４発明においては，開口用貫通穴が設けられていない点。 
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 （相違点２） 

       アルミナシートの下面の表面アルミナ層が，本件発明１においては，

「該アルミナシートよりも薄」いのに対し，甲４発明においては，アル

ミナシートよりも薄いのかが不明である点。 

 （相違点３） 

       アルミナシートの下面の表面アルミナ層に設けられた開口用貫通穴が，

本件発明１においては，「上記電極よりも大きな形状に形成してあって」，

かつ，「該開口用貫通穴の周縁部は，上記ジルコニア充填部の」下「面

における外縁部に重なっている」のに対し，甲４発明においては，「上

記電極よりも大きな幅に形成してあって」，かつ，「該開口用貫通穴の

幅方向の周縁部は，上記ジルコニア充填部の下面における幅方向の外縁

部に重なっている」ものの，長手方向における開口用貫通穴，電極及び

ジルコニア充填部相互の大小関係が不明であり，長手方向においても，

開口用貫通穴が上記電極よりも大きく形成してあって，かつ，該開口用

貫通穴の周縁部は，上記ジルコニア充填部の下面における外縁部に重な

っているのかが不明である点。 

カ  

  一致点 

       「固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を設

けてなるガスセンサ素子を製造する方法において， 

       電気絶縁性を有するアルミナ材料を用いて，充填用貫通穴を有するア

ルミナシートを形成し， 

       酸素イオン導電性を有するジルコニア材料からなり，上記充填用貫通

穴の形状に沿った形状のジルコニアシートを，上記充填用貫通穴内に配

置し， 

       上記ジルコニアシートの両表面における外縁部に重なる状態で，上記
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アルミナシートの両表面に電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる一

対の表面アルミナ層を配置して，シート体を形成し， 

       該シート体を焼成するガスセンサ素子の製造方法。」である点。 

      相違点 

       上記ジルコニアシートの両表面における外縁部に重なる状態で，上記

アルミナシートの両表面に電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる一

対の表面アルミナ層を配置して形成した，焼成するシート体に関し，本

件発明３においては，「表面アルミナ層」が「上記電極を露出させるた

めの開口用貫通穴を有」し，「上記電極を露出した状態」で「配置」さ

れるのに対し，甲２発明 においては，「表面アルミナ層」が開口用貫

通穴を有していない点。 

第３ 原告主張の取消事由 

 １ 取消事由１（無効理由１（請求項１及び２に係る明確性要件違反・サポート

要件違反）についての判断の誤り） 

   本件審決は，本件特許の請求項１には，ガスセンサ素子として必要な固体

電解質シート及び一対の電極を有すること，表面アルミナ層に設けた開口用

貫通穴から電極が露出していることが特定されていることから，測定対象の

ガスと電極とが接触するための構造を把握することができ，請求項１に係る

ガスセンサ素子がガスセンサ素子として機能することは明らかであるから，

ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出し得る空間についての特定がさ

れていないことをもって，請求項１の記載が明確でないということはできな

い旨判断した。 

   しかし，ガスセンサ素子として機能するのに必要な構造が記載されている

ことと，「ジルコニア充填部が充填用貫通穴内から抜け出してしまうことを

防止することができる。」（本件明細書の段落【００１６】）という作用効

果（以下，この作用効果を「抜け出し防止効果」という場合がある。）を奏
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するのに必要な構成が明確に記載されていることとは，全く別である。 

   本件特許の請求項１では，表面アルミナ層がない場合において，ジルコニ

ア充填部が抜け出して進む先の部位としての空間が，固体電解質シートの上

方や下方に存在しているか否かについて特定されておらず，したがって，ジ

ルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出し得る空間が存在しない場合も含

まれることになるが，そのような場合には，もともとジルコニア充填部の抜

け出しは生じ得ないのであるから，抜け出し防止効果を原理的に奏し得ない

ことは明らかである。つまり，請求項１の記載では，ジルコニア充填部が充

填用貫通穴から抜け出し得る空間についての特定がされていないことにより，

抜け出し防止効果を生じるガスセンサ素子が備えるべき構成の記載が明らか

に欠落しているのである。 

   したがって，請求項１及びこれを引用した請求項２の記載は，明確性要件

を欠くものというべきであり，これを満たしているとした本件審決の判断は

誤りである。 

  本件審決は，本件明細書の段落【００１６】から，ジルコニア充填部が充

填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止するという作用効果は，表面ア

ルミナ層がジルコニア充填部の外縁部に重ねて配置されることによってもた

らされることは明らかであるとした上で，本件特許の請求項１では，「該一

対の表面アルミナ層には，上記ジルコニア充填部の配設箇所に対応して開口

用貫通穴が設けてあり，該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形

成してあって，該開口用貫通穴から上記電極が露出し，且つ，該開口用貫通

穴の周縁部は，ジルコニア充填部の両表面における外縁部に重なっている」

ことが特定されているから，課題を解決するための手段が反映されており，

発明の作用効果を奏しない範囲を含むとはいえない旨判断した。 

   しかし，表面アルミナ層がジルコニア充填部の抜け出し防止効果を奏する

といえるには，ガスセンサ素子の形態として，表面アルミナ層がない状態に
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おいて，アルミナシートとジルコニア充填部からなる固体電解質シートの上

方及び下方に，ジルコニア充填部が抜け出して進む先である「抜け出し得る

空間が存在している」形態のガスセンサ素子であることが前提となる。とこ

ろが，本件特許の請求項１では，ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け

出し得る空間についての特定がされていないため，このような空間が存在し

ない形態のガスセンサ素子も含まれることになる。 

したがって，請求項１及びこれを引用した請求項２については，ジルコニ

ア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止するという作用効

果を奏しない範囲を含むものであるから，サポート要件を満たしていないと

いうべきであり，これを満たしているとした本件審決の判断は誤りである。 

２ 取消事由２（無効理由２（請求項１及び２に係るサポート要件違反）につい

ての判断の誤り） 

本件審決は，本件特許の請求項１において，表面アルミナ層の開口用貫通穴

の周縁部がジルコニア充填部の外縁部に重なっていることの技術的意義は，ジ

ルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止することにあ

ることに鑑みると，表面アルミナ層の開口用貫通穴の周縁部とジルコニア充填

部の外縁部とが重なる範囲及び程度は，ジルコニア充填部が充填用貫通穴から

抜け出てしまうことを防止できるものであると解釈するのが相当であるから，

請求項１の記載が表面アルミナ層の開口用貫通穴の周縁部とジルコニア充填部

の外縁部とが重なる範囲及び程度を特定していないことをもって，ジルコニア

充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止するという作用効果を

奏しない範囲を含むとはいえない旨判断した。 

しかし，本件審決の上記判断は，要するに，本件明細書に「抜け出し防止効

果」が記載されているから，請求項１に記載のガスセンサ素子の構成は，抜け

出し防止ができる構成であるというものであり，請求項１の記載を無視した誤

った判断である。 
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すなわち，請求項１の記載からすれば，表面アルミナ層の開口用貫通穴の周

縁部がジルコニア充填部の外縁部に重なった形態のガスセンサ素子は，全てそ

の技術的範囲に属することになるが，上記重なりの範囲及び程度によっては，

ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止できないも

のもあり得るから，請求項１の記載は，上記重なりの範囲及び程度を特定しな

いことにより，ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを

防止するという作用効果を奏しない範囲を含むものとなっている。 

したがって，請求項１及びこれを引用した請求項２については，ジルコニア

充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止するという作用効果を

奏しない範囲を含むものであるから，サポート要件を満たしていないというべ

きであり，これを満たしているとした本件審決の判断は誤りである。 

３ 取消事由３（無効理由３（請求項２に係る明確性要件違反・サポート要件違

反）についての判断の誤り） 

 本件審決は，本件特許の請求項２における「ジルコニア充填部に対応する

位置に，被測定ガスを導入するためのチャンバーを形成した」との記載につ

いて，固体電解質であるジルコニア充填部と被測定ガスを導入するためのチ

ャンバーとが重なるように構成することを意味していると解釈するのが相当

であるから，請求項２が被測定ガスを導入するためのチャンバーを形成する

位置をジルコニア充填部に対応する位置として特定していることをもって，

その記載が明確でないとまでいうことはできない旨判断した。 

 しかし，請求項２の上記記載について，ジルコニア充填部とチャンバーと

が重なるように構成することを意味するとの解釈に立ったとしても，「ジル

コニア充填部」と「チャンバー」とが重なる場合には，両者の平面方向の範

囲(厚み方向に見た範囲)の大小関係(包含関係)を考慮すると，①「ジルコニ

ア充填部」の範囲が「チャンバー」の範囲を含む場合，②「チャンバー」の

範囲が「ジルコニア充填部」の範囲を含む場合及び③「ジルコニア充填部」
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の範囲と「チャンバー」の範囲とが互いに一部で重なる場合の３つの場合が

考えられるところ，このうち，上記②以外の場合には，ジルコニア充填部が

チャンバー側に抜け出ることができない形態のもの，すなわち，ジルコニア

充填部の抜け出し防止効果を奏し得ない形態のものが含まれることになる。 

 このように，請求項２の前記記載について，ジルコニア充填部とチャンバ

ーとが重なるように構成することを意味するとの解釈に立ったとしても，そ

の中には，ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防

止するという作用効果を奏しない形態のガスセンサ素子が含まれてしまうの

であり，このことは，請求項２の記載が，「ジルコニア充填部」と「チャン

バー」の位置関係について，「対応する位置」としか特定せず，上記②の場

合の構成に関する記載が不足していて，不明確であることに起因するもので

ある。 

 したがって，請求項２の記載は，明確性要件を欠くものというべきであり，

これを満たしているとした本件審決の判断は誤りである。 

 本件審決は，本件特許の請求項２が引用する請求項１では，ジルコニア充

填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止するという作用効果を

奏するための構成が特定されているから，発明の作用効果を奏しない範囲を

含むとはいえない旨判断した。 

  「ジルコニア充填部」

と「チャンバー」の位置関係について，「対応する位置」としか特定しない

ことにより，ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを

防止するという作用効果を奏しない範囲を含むものとなっている。 

したがって，請求項２については，ジルコニア充填部が充填用貫通穴から

抜け出してしまうことを防止するという作用効果を奏しない範囲を含むもの

であるから，サポート要件を満たしていないというべきであり，これを満た

しているとした本件審決の判断は誤りである。 
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４ 取消事由４（無効理由４（本件発明１ないし３に係る進歩性欠如）について

の判断の誤り） 

   

容易想到性判断の誤り） 

    本件審決は， 甲３技術（「ガスセンサ素子の製造方法におい

て，シート上の導体層との間に隙間を空けることなくその周縁に接するよう

に，かつ，導体層の平坦部と略面一になるように接着剤を塗布し，シート又

はスペーサを重ね合わせた状態で加圧して積層して中間体を作製し，その後

焼成する技術。」）を適用した結果として得られる表面アルミナ層（接着剤

表面アルミナ層）について，相違点に係る本件発明１の構成のうち，「上記

アルミナシートの両表面には，該アルミナシートよりも薄く，電気絶縁性を有

するアルミナ材料からなる一対の表面アルミナ層が積層してあり，該一対の表

面アルミナ層には，上記ジルコニア充填部の配設箇所に対応して開口用貫

通穴が設けてあり」，「該開口用貫通穴から上記電極が露出し，且つ，該開

口用貫通穴の周縁部は，上記ジルコニア充填部の両表面における外縁部に重な

っている」との構成を満たしているが，本件発明１の「該開口用貫通穴は，上

記電極よりも大きな形状に形成してあ」るとの構成は，電極の側面が露出する

程度に開口用貫通穴は電極よりも大きな形状に形成してあることを特定して

いるものと理解するのが相当であるから，第１電極４０４及び第２電極４０６

の側面に接する上記接着剤表面アルミナ層は，上記構成を満たしているとはい

えない旨判断した。 

    加えて，本件審決は，甲３には，導体層との間に隙間を空け，導体層の側

面に接しないように接着剤を塗布することを示唆する記載は見当たらず，他

方，甲３における「上記積層工程において，未焼成基板上の導体層を形成し

た表面に未焼成積層シートを積層して中間体を作製する際には，未焼成積層

シートは導体層の平坦部に当接することができる。そのため，この積層の際
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に，未焼成基板と未焼成積層シートとの間に過度の局所的な加重が加わるこ

とを防止することができる。」（段落【０００９】），「未焼成スペーサ１

５０，１７０は，未焼成固体電解質シート１６０の両側の表面において上記

略面一の状態を形成したリード部２１１，２２１の平坦部２０１と接着剤５

とに対して当接することができる。」（段落【００５２】）との記載に鑑み

ると，当業者であれば，局所的な加重が加わることを防止し，導体層の平坦

部と接着剤とで略面一の状態を形成するためには，導体層と接着剤との間に

隙間を設けないことが有利であると理解するものといえるから，接着剤表面

アルミナ層の開口用貫通穴を電極の側面が露出する程度に上記電極よりも大

きな形状に形成することを当業者が容易に想到することができるといえる根

拠もないとし，本件発明１は，甲２発明

容易に発明をすることができたものとすることはできない旨判断した。 

    しかしながら，以下に述べるとおり，本件審決の上記判断は誤りである。 

   ア 本件発明１の「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成し

てあ」るとの構成についての解釈の誤り 

     本件審決は，本件発明１の「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな

形状に形成してあ」るとの構成について，請求項１には記載のない「電極

の側面が露出する程度に」との文言を補う解釈をしているが，そのような

解釈をすべき理由はない。 

     本件審決は，上記解釈の根拠として，本件明細書の段落【００２５】

の記載及び図４を挙げる。 

      確かにこの本件明細書の段落【００２５】には，「開口用貫通穴３５

１は，ジルコニア充填部４（充填用貫通穴３１）よりも小さく，ジルコ

ニア充填部４における電極５よりも大きな形状に形成してある。」と記

載されており，図４には，電極５と表面アルミナ層３５との間に隙間を

設けた形態のガスセンサ素子が記載されている。 
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しかしながら，本件明細書の段落【００２５】は，開口用貫通穴３５

１とジルコニア充填部４（充填用貫通穴３１）との大小関係及び開口用

貫通穴３５１と電極５との大小関係を記載しているにすぎず，電極５と

表面アルミナ層３５との間に「隙間を設ける」ことについて何ら記載す

るものではない。 

また，本件明細書の図４は，「開口用貫通穴３５１は，ジルコニア充

填部４（充填用貫通穴３１）よりも小さく，ジルコニア充填部４におけ

る電極５よりも大きな形状に形成してある」形態のガスセンサ素子の一

例を示しているにすぎない。 

したがって，本件明細書の段落【００２５】の記載及び図４の記載は，

本件発明１の「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成し

てあ」るとの構成に関する本件審決の解釈の根拠となるものではない。 

 また，本件審決は，「ガスセンサ素子において，電極はできる限り広

い面積で測定ガスに接することが好ましいことが技術常識であること」

を前記解釈の根拠とする。 

 しかし，「ガスセンサ素子において，電極はできる限り広い面積で測

定ガスに接することが好ましい」との技術的知見は正しいとしても，当

業者は，ガスセンサ素子の設計に当たり，測定ガスに接する電極の面積

を広くすることのみを考慮して，ジルコニア充填部４に形成する電極５

の大きさや形態を設計するものではなく，製造工程等におけるその他の

事項等をも考慮するものであるから，上記の技術的知見を他に優先して

守らなければならない事項であるかのように扱うことはできない。 

 また，電極が測定ガスに接する露出面の面積は，電極の大きさ及び電

極と表面アルミナ層との間の隙間の大きさ等によって異なり，電極の側

面を露出させることが，必ずしも電極が広い面積で測定ガスに接するこ

とにはならない。 
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 したがって，上記の技術常識の存在が，直ちに本件審決のような解釈

をすべきことの根拠となるものではない。 

 以上のとおり，「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形

成してあ」るとの構成について，本件審決のように，「電極の側面が露

出する程度に」との文言を補う解釈をすべき根拠はなく，当該構成は，

その文言どおり，開口用貫通穴と電極との物理的な大小関係を定めたも

のであると解釈すべきである。 

  しかるところ，物理的に見れば，外側にあるものはその内側にあるも

のよりも大きいことが当然の理であるから，

用した結果として得られる「第１電極４０４及び第２電極４０６の側面

に接し，第１電極４０４及び第２電極４０６の表面を露出させる接着剤

表面アルミナ層」は，「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状

に形成してあ」るとの構成を満たしているといえる。 

 イ 甲３記載の技術について，接着剤５が導体層２０等の周縁に接する形態

に限定されるとした認定及び当該認定に基づく容易想到性判断の誤り 

     本件審決は，甲３記載の技術について，接着剤５が導体層２０等の周縁

に接する形態に限定して認定した上で，甲３には，導体層との間に隙間を

空け，導体層の側面に接しないように接着剤を塗布することを示唆する記

載は見当たらないから，接着剤表面アルミナ層の開口用貫通穴を電極の側

面が露出する程度に上記電極よりも大きな形状にすることを，当業者が容

易に想到することができたといえる根拠はない旨判断する。 

 確かに，甲３の図７及び図９には，導体層２０等との間に隙間を空ける

ことなくその周縁に接するように接着剤（接着剤表面アルミナ層）５を形

成した形態が記載されている。 

しかし，甲３の記載（段落【００４９】ないし【００５３】）によれば，

甲３技術においては，接着剤５を導体層２０等における平坦部２０１等と
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略面一に設けることは必要とされているものの，接着剤５を導体層２０等

との間に隙間を空けることなく設けることが必要であるとはされていな

い。 

   したがって，図７や図９等に，甲３における好ましい実施形態として，

導体層２０等の周縁に接着剤５が接する形態が記載されているからといっ

て，甲３技術は，接着剤５が導体層２０等の周縁に接する形態に限定され，

導体層２０等の側面に接しない形態は除外されているとすることはできず，

本件審決の上記認定及び当該認定に基づく容易想到性の判断は誤りである。 

 ウ 以上によれば，

者が容易に発明をすることができたものではないとする本件審決の判断は

誤りである。 

 取消事由４－２（本件発明１について，甲４発明及び甲５技術に基づく容

易想到性判断の誤り） 

  本件審決は，相違点１及び３に係る本件発明１の各構成が容易に想到し得

ないものであることを理由に，本件発明１は，甲４発明及び甲５技術（「固

体電解質板に被測定ガス側電極を覆うガス透過性の拡散層を積層したガスセ

ンサ素子において，固体電解質体と拡散層との間に被測定ガス側電極と対面

する位置に窓を有する絶縁層と接着層とを介在させ，絶縁層と接着層とに設

けた窓により被測定ガス側電極を格納する小室を形成する技術。」）に基づ

いて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない旨判

断した。 

  しかしながら，以下に述べるとおり，本件審決の判断は誤りである。 

 ア 相違点１について 

本件審決は，相違点１に係る本件発明１の構成について，甲４発明及び

甲５技術に基づいて当業者が容易に想到し得たものとはいえない旨判断し

たが，その判断は，以下に述べるとおり，誤りである。 
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   本件審決は，甲４発明における素子は，第１セル部用電極１２２上に

中間層１７における中間層多孔質部１７１を積層する積層型ガスセンサ

素子であり，第１セル部用電極１２２を小室に格納するタイプのガスセ

ンサ素子ではないから，甲４発明の第１セル部用電極１２２を小室に格

納しようとする動機付けが存在するとはいえない旨判断した。 

      しかし，甲４ないし７に記載されているとおり，「積層型のガスセン

サ素子」及び「電極を小室に格納するタイプのガスセンサ素子」は，い

ずれも周知の形態であって，当業者がいずれかを適宜選択できる程度の

ものである。 

 したがって，甲４発明の電極上に積層した中間層１７を，甲５記載の

被測定ガス側電極１２１を小室１２７に格納する絶縁層１６３及び接着

層１６４に換える程度の変更は，当業者が通常行う周知技術の変更適用

にすぎないから，そのような動機付けが存在しないとする本件審決の判

断は誤りである。 

 また，本件審決は，甲４の段落【００３８】の記載によれば，甲４発

明は，中間層を設けることにより電極の細線化や切断を防止しようとす

るものであるから，「積層型のガスセンサ素子」及び「電極を小室に格

納するタイプのガスセンサ素子」が適宜選択できるものであるからとい

って，甲４発明の中間層に換えて甲５技術の小室を形成する絶縁層及び

接着層を採用することの動機付けとなるものとはいえない旨判断した。 

  しかし，甲４の段落【００３８】の記載からすれば，細線化や切断が

問題となるのは，電極のうちでも，線状の電極リード部であり，幅広の

電極部ではないから，細線化や切断を防止するために薄い層を設ける必

要があるのは，境界と電極リード部との間であり，境界と幅広の電極部

との間にまで薄い層(中間層)が必要であるわけではない。 

  したがって，甲４発明が中間層を設けることにより電極の細線化や切
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断を防止しようとするものであることを根拠として，甲４発明の中間層

に換えて甲５技術を採用することの動機付けがないとする本件審決の判

断は誤りである。 

 さらに，本件審決は，甲４発明の中間層に換えて甲５技術の小室を形

成する絶縁層及び接着層を採用したとしても，相違点１における「開口

用貫通穴の周縁部は，上記ジルコニア充填部の両表面における外縁部に

重なっている」構成を直ちに導き出せるものではない旨主張する。 

 しかし，甲４発明において，中間層１７に換えて甲５記載の小室１２

７を有する絶縁層１６３及び接着層１６４を設けるに当たり，この小室

１２７（絶縁層１６３及び接着層１６４の窓）の幅を設定するのに，第

２絶縁性基部多孔質部１６１よりも幅広にすることにメリットはないか

ら，小室の幅は，第２絶縁性基部多孔質部１６１と同じ幅あるいはこれ

以下とするのが通常であると考えられる。そうすると，以下の「甲４の

図１１＋小室」の図に示されているとおり，このガスセンサ素子では，

中間層１７に換えた絶縁層１６３及び接着層１６４には，第１セル部用

固体電解質体１２１を収容する小室１２７(窓)が設けられ，かつ，この

小室１２７（窓）の周縁部は，第１セル部用固体電解質体１２１の外縁

部に重なる形態となり，この小室１２７を構成する絶縁層１６３及び接

着層１６４は，本件発明１の「開口用貫通穴」を有する「表面アルミナ

層」に相当することとなる。 

 ＜甲４の図１１＋小室＞                                
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したがって，甲４発明の中間層に換えて甲５技術の小室を形成する絶

縁層及び接着層を採用すれば，相違点１における「開口用貫通穴の周縁

部は，上記ジルコニア充填部の両表面における外縁部に重なっている」

構成を直ちに導き出せるのであり，本件審決の上記判断は誤りである。 

イ 相違点３について 

  本件審決は，相違点３に係る本件発明１の構成について，甲４発明及び

甲５技術から当業者が容易に想到し得たとはいえない旨判断した。 

  しかしながら，相違点３については，本件発明１の構成及び作用効果に

鑑み，相違点として考慮すべき実質的な差異には当たらないというべきで

あるから，本件審決の上記判断は誤りである。 

  すなわち，甲４発明においては，甲４の図１１から明らかなとおり，第

１セル部用固体電解質体（ジルコニア充填部）１２１の幅方向の外縁部に

は，内室１５の周縁部をなす律速導入用多孔質部１５１，１５２が重なる

形態となっている。しかも，その重なりは，第１セル部用固体電解質体１

２１及び律速導入用多孔質部１５１，１５２の厚みよりも大きくなってい

ることからすれば，長手方向の形態のいかんにかかわらず，第１セル部用

固体電解質体１２１が，その構造上，下方に抜け出し得ないことは明らか

である。 

  したがって，長手方向における開口用貫通穴，電極及びジルコニア充填

部相互の大小関係に係る相違点３は，ジルコニア充填部の抜け出し防止効

果に関わるものではないから，実質的な相違点には当たらない。 

 取消事由４－３（本件発明１について，甲４発明及び甲６技術に基づく容

易想到性判断の誤り） 

本件審決は，相違点１及び３に係る本件発明１の各構成が容易に想到し得

ないものであることを理由に，本件発明１は，甲４発明及び甲６技術（「酸

素イオン導電性の固体電解質体の表面に設けた被測定ガス側電極を多孔質拡
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散抵抗層にて被覆した積層型空燃比センサ素子において，固体電解質体と多

孔質拡散抵抗層との間に開口を有する絶縁層及び窓部を有するスペーサを積

層し，絶縁層の開口及びスペーサの窓部により被測定ガス側電極と多孔質拡

散抵抗層との間に空間部を設ける技術。」）に基づいて当業者が容易に発明

をすることができたものとすることはできない旨判断した。 

しかしながら，以下に述べるとおり，本件審決の判断は誤りである。 

ア 相違点１について 

  本件審決は，前記

点１に係る本件発明１の構成は，甲４発明及び甲６技術から当業者が容易

に想到し得たとはいえない旨判断したが，その判断が誤りであることにつ

いては， ことがそのまま妥当する。 

イ 相違点３について 

  本件審決は，相違点３に係る本件発明１の構成について，甲４発明及び

甲６技術から当業者が容易に想到し得たとはいえない旨判断したが，その

する。 

 取消事由４－４

容易想到性判断の誤り） 

  本件審決は，本件発明２について，本件発明１の発明特定事項を全て含み，

更に発明特定事項を追加したものであるから，本件発明１と同様に，甲２発

することはできない旨判断した。 

  しかしながら，本件発明１について

当業者が容易に発明をすることができたものではないとした本件審決の判断

が誤りである

審決の上記判断も誤りである。 
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 取消事由４－５

容易想到性判断の誤り） 

  本件審決は，本件発明３において焼成するシート体について，ジルコニア

シートの両表面における外縁部に重なる状態で，アルミナシートの両表面に

電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる一対の表面アルミナ層を配置して

形成したものであるから，各表面アルミナ層のアルミナシートとは反対側の

面には，他の層などが形成されていないものと認められるとした上で，甲３

技術は，シートに接着剤を塗布し，シート又はスペーサを重ね合わせた状態

で加圧，積層して中間体を作製し，その後焼成するものであるから，甲２発

に甲３技術を適用したものは，未焼成絶縁部材４０５の両面に形成した

各接着剤表面アルミナ層の上に未焼成保護層４０７及び未焼成第２基体４０

３を積層した後に焼成するものであって，本件発明３における各表面アルミ

ナ層のアルミナシートとは反対側の面には，他の層などが形成されていない

シート体とは異なるものである

では，上記相違点は解消しないとして，

技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはで

きない旨判断した。 

  しかしながら，本件特許の特許請求の範囲の請求項３には，「…シートを

形成し，該シート体を焼成することを特徴とするガスセンサ素子の製造方法。」

と記載されているのみであり，「…シートを形成し，該シート体のみを焼成

する」とか，「…シート体を焼成した後に，この焼成したシート体に他の層

を積層する」などとは記載されていないのであるから，請求項３では，シー

ト体の上下に他の層を形成した後に，他の層と共にシート体を焼成する場合

も含まれる記載となっていると解される。 

  したがって，本件審決が前提とする本件発明３において焼成するシート体

に関する解釈は，特許請求の範囲の記載に基づかない誤ったものであり，こ
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のような解釈に基づ に甲３技術を適用しただけでは相違点

は解消しないとして，本件発明３の容易想到性を否定する本件審決の判断も

誤りである。 

第４ 被告の主張 

 １ 取消事由１（無効理由１（請求項１及び２に係る明確性要件違反・サポート

要件違反）についての判断の誤り）に対し 

   原告は，本件特許の請求項１及び２の記載について，ジルコニア充填部が抜

け出し得る空間についての記載がなく，その結果，ジルコニア充填部が充填用

貫通穴から抜け出してしまうことを防止するという作用効果を奏しない範囲を

含むものとなっていることから，明確性要件及びサポート要件を満たしていな

い旨主張する。 

   しかし，本件発明１のガスセンサ素子は，表面アルミナ層の開口用貫通穴の

周縁部が，ジルコニア充填部の外縁部と重なるように配置することで，ジルコ

ニア充填部の抜け出しを防止するものであるから，ジルコニア充填部が抜け出

し得る空間の存在は，本件発明１における当然の前提である。そして，このよ

うな抜け出し得る空間としては，本件明細書の図１のジルコニア充填部の両側

に配置されたチャンバー６１がその典型であるが，これに限定されるものでは

なく，本件明細書の図４に示されるとおり，表面アルミナ層の厚みの範囲で動

きやすくなるのを防止する場合も想定できる。 

   しかるところ，本件特許の請求項１に係るガスセンサ素子は，ガスセンサ素

子として機能するものであり，請求項１の記載では，「表面アルミナ層には，

上記ジルコニア充填部の配設箇所に対応して開口用貫通穴が設けてある」こと

及び「開口用貫通穴の周縁部は，上記ジルコニア充填部の両表面における外縁

部に重なっていること」が規定されていることから，表面アルミナ層によるジ

ルコニア充填部の抜け出し防止の課題を解決する手段は明確に反映されている

ものといえる。 



- 29 - 

   したがって，請求項１及びこれを引用した請求項２の記載について，明確性

要件及びサポート要件違反があるとする原告の上記主張は理由がなく，本件審

決の判断に誤りはない。 

 ２ 取消事由２（無効理由２（請求項１及び２に係るサポート要件違反）につい

ての判断の誤り）に対し 

   原告は，請求項１の記載について，表面アルミナ層の開口用貫通穴の周縁部

がジルコニア充填部の外縁部に重なる範囲及び程度を特定しないことにより，

ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止するという

作用効果を奏しない範囲を含むものとなっており，サポート要件を満たしてい

ない旨主張する。 

   しかし，表面アルミナ層の開口用貫通穴の周縁部とジルコニア充填部の外縁

部の重なりをどの程度にするかについては，本件明細書の実施例の記載（段落

【００１６】）でも，その全周を重ねることもできるし，周方向の適宜箇所を

重ねることもできると説明されているとおり，ジルコニア充填部の抜け出し防

止効果を考慮して適宜設定することができる。したがって，請求項１の記載は

，「表面アルミナ層には，上記ジルコニア充填部の配設箇所に対応して開口用

貫通穴が設けてある」こと及び「開口用貫通穴の周縁部は，上記ジルコニア充

填部の両表面における外縁部に重なっていること」が規定されている以上，ジ

ルコニア充填部の抜け出し防止効果を奏するものであることは明らかである。 

   したがって，請求項１及びこれを引用した請求項２の記載について，サポー

ト要件違反があるとする原告の上記主張は理由がなく，本件審決の判断に誤り

はない。 

 ３ 取消事由３（無効理由３（請求項２に係る明確性要件違反・サポート要件違

反）についての判断の誤り）に対し 

   原告は，本件特許の請求項２の記載について，「ジルコニア充填部」と「チ

ャンバー」の位置関係を，「対応する位置」としか特定しないことにより，ジ
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ルコニア充填部がチャンバー側に抜け出ることができない形態のもの，すなわ

ち，ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け出してしまうことを防止すると

いう作用効果を奏しない範囲を含むものとなっていることから，明確性要件及

びサポート要件を満たしていない旨主張する。 

   しかし，ジルコニア充填部が抜け出し得る空間の存在は，本件発明１におけ

る当然の前提であるから，請求項２の「上記２枚のアルミナシートにおける上

記ジルコニア充填部に対応する位置に，被測定ガスを導入するためのチャンバ

ーを形成した」との記載によって，ジルコニア充填部が充填用貫通穴から抜け

出し得る空間についての特定はされているというべきである。 

   したがって，請求項２の記載について，明確性要件及びサポート要件違反が

あるとする原告の上記主張は理由がなく，本件審決の判断に誤りはない。 

 ４ 取消事由４（無効理由４（本件発明１ないし３に係る進歩性欠如）について

の判断の誤り）に対し 

   

容易想到性判断の誤り）に対し 

    ア 原告の主張の誤り 

 原告は，本件審決が，本件発明１の「該開口用貫通穴は，上記電極よ

りも大きな形状に形成してあ」るとの構成について，「電極の側面が露

出する」ものに限定して解釈したことは誤りであり，したがって，この

解釈を前提に， 「接

着剤表面アルミナ層」は，「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな

形状に形成してあ」るとの構成を満たさないとした本件審決の判断は誤

りである旨主張する。 

       しかしながら，請求項１においては，「該開口用貫通穴は，上記電極

よりも大きな形状」と規定されているところ，これは，開口用貫通穴の

内面が電極の外面より大きいことを意味し，そうである以上，その間に
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隙間が必然的に生じ，電極の側面が露出することは明らかである。すな

わち，開口用貫通穴と電極との間に隙間がなく，電極の側面が露出しな

いのであれば，それは，開口用貫通穴の内面と電極の外面が同じである

ということになり，「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状」

とはならないはずである。 

       したがって，本件発明１の「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大き

な形状に形成してあ」るとの構成についての本件審決の上記解釈に誤り

はなく，これに基づく上記判断にも誤りはないから，原告の上記主張に

は理由がない。 

      また，原告は，本件審決が，甲３技術について，接着剤５が導体層２

０等の周縁に接する形態に限定して認定したことについて，甲３に，接

着剤５と導体層２０等との間に隙間を空けることなく設けることが必要

である旨の記載がないことを根拠に誤りであるとし，当該認定を前提と

した容易想到性の判断も誤りである旨主張する。 

       しかしながら，本件審決は，甲３技術の目的が未焼成基板と未焼成積

層シートとの間に局所的な加重が加わるのを防止することであることを

踏まえ，甲３技術では導体層の平坦部と接着剤とで略面一の状態を形成

していることを確認した上で，接着剤５と導体層２０等との間に隙間が

ないことが甲３に実質的に記載されていると判断したのであり，単に，

本件明細書に「隙間を設けてはならない」旨の文言があるか否かのみを

取り上げて，本件審決に誤りがあるとする原告の主張には理由がない。 

    イ 本件審決の結論に誤りがないこと 

       

に発明することができないとした本件審決の結論に誤りがないことは，次

のような点からも明らかである。 

       本件審決は，甲２発明 に甲３技術を適用するに当たり，甲２発明
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の保護層４０７及び第２基体４０３を本件発明１の表面アルミナ層に対

応させた上で，これらを甲３技術の接着剤に置き換えることは当業者が

想起し得る事項である旨判断した。 

        しかし， 甲３技術の

接着剤に置き換えた場合，その接着剤層に開口用貫通穴を設ける動機付

けはない。 

むしろ，甲２発明 の第２基体４０３を接着剤に置き換え，その接着

剤層に本件発明１の表面アルミナ層のように開口用貫通穴を設けるとす

れば，第１電極４０４の電極部４５１が発熱体４０２の発熱部４５５と

直接対面し，ガスセンサ素子として機能し得ないこととなる。 

また，甲２発明 は，固体電解質体と絶縁部材との境界部分に生じる

段差によって電極が断線状態となるおそれがあることを課題とし，境界

部分における固体電解質体と絶縁部材との段差寸法を電極の厚さ寸法よ

りも小さくすることで，固体電解質体と絶縁部材との境界部分において

電極が断線するのを防止できるようにした発明であり，電極と接する面

において極力段差を少なくすることをその発明の特徴としているとこ

ろ，甲２発明 の保護層４０７を接着剤に置き換え，その接着剤層に開

口用貫通穴を設けるとすれば，当該開口用貫通穴の周縁部に必然的に段

差が生ずることとなり，甲２発明 の目的に反することとなる。 

          以上のとおり，甲２発明 の保護層４０７及び第２基体４０３を甲３

技術の接着剤に置き換え，その接着剤層に本件発明１の表面アルミナ層

のように開口用貫通穴を設けることには動機付けがなく，むしろ阻害要

因があるといえるから，これを当業者が想起し得る事項であるとした本

件審決の上記判断は誤りである。そうすると，この点において，甲２発

想到することができないことは明らかであるから，本件審決には，その
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結論において誤りはない。 

      仮に，本件審決が，甲２発明 に甲３技術を適用するに当たり，甲２

発明 の保護層４０７及び第２基体４０３を本件発明１の表面アルミ

ナ層に対応させた上で，これらを甲３技術の接着剤に置き換えるという

態様ではなく，甲２発明 の保護層４０７及び第２基体４０３と固体電

解質体との間に甲３技術の接着剤５を追加する態様を前提としている

としても，甲２発明 においては，保護層４０７及び第２基体４０３が

アルミナ粉末を含む未焼成シートとして形成され，その後，未焼成の成

型体を形成し，積層方向の外力を加えて未焼成シートを圧着することで

各層間の接合を行い，切断後焼成しているのであり，保護層４０７及び

第２基体４０３の未焼成シートそれ自体が接着剤の機能を備えている

のであるから，それに加えて更に接着剤を用いることには動機付けがな

く，むしろ無駄な構成の追加となる点において，阻害要因があるという

べきである。 

       したがって，甲２発明 の保護層４０７及び第２基体４０３と固体電

解質体との間に甲３技術の接着剤５を追加する態様を前提としても，甲

易に想到することができないことは明らかであるから，本件審決には，

その結論において誤りはない。 

      さらに，仮に，甲２発明

も，甲２においては，電極部４４７，４５１と固体電解質体４３５の大

きさに関して，電極部が固体電解質体より大きい場合も，逆に小さい場

合もあるとされており，大小関係は特定されていない。そうすると，上

通穴と固体電解質体（本件発明１のジルコニア充填部に相当）との大小

関係は特定されないことになるから，相違点に係る本件発明１の構成の
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うち，「該開口用貫通穴の周縁部は，上記ジルコニア充填部の両表面に

おける外縁部に重なっている」との構成を導き出すことはできない。 

       したがって，上記の点においても，

て，相違点に係る本件発明１の構成を容易に想到することができないこ

とは明らかであるから，本件審決には，その結論において誤りはない。 

      取消事由４－２（本件発明１について，甲４発明及び甲５技術に基づく容

易想到性判断の誤り）に対し 

      ア 相違点１について 

        原告は，「積層型のガスセンサ素子」と「電極を小室に格納するタイ

プのガスセンサ素子」は，いずれも周知の形態であって，当業者がいず

れかを適宜選択できる程度のものであるから，前者のガスセンサ素子で

ある甲４発明に，後者に関する甲５技術を適用することに動機付けがな

いとした本件審決の判断は誤りである旨主張する。 

         しかし，甲４の中間層１７は，第２絶縁性基部１６の多孔質部１６１

と非多孔質部１６２との境界部分に生じ易い段差をできる限り平坦化

して取り除くために，この境界と電極１２２との間に薄い層を形成する

ものであり，その表面に第１セル部用電極１２２を配置し，電極の保護

を図るものであるところ，この中間層１７を甲５技術の絶縁層１６３及

び接着層１６４に換え，小室１２７を形成する構成とすることは，電極

保護という甲４発明の目的に反することとなるから，このような置き換

えには阻害要因があるというべきである。 

         したがって，原告の上記主張には理由がない。 

        原告は，甲４の段落【００３８】の記載において，細線化や切断を問

題としているのは，電極のうち線状のリード部であり，幅広の電極部で

はないから，同段落の記載を根拠として，甲４発明の中間層に換えて甲

５技術を採用することの動機付けがないとした本件審決の判断は誤り
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である旨主張する。 

         しかし，甲４の段落【００３８】の記載によれば，中間層１７は，第

２絶縁性基部の多孔質部と非多孔質部との境界が，第２絶縁性基部の層

下に配置されるセル部の備える電極と直接接することを防止するため

に設けられるのであり，幅細に形成された電極リード部のみのために設

けられたものでないことが理解できる。 

         したがって，原告の上記主張には理由がない。 

        原告は，甲４発明の中間層に換えて甲５技術の小室を形成する絶縁層

及び接着層を採用すれば，相違点１に係る本件発明１の構成を直ちに導

き出せるとし，これに反する本件審決の判断は誤りである旨主張する。 

      しかし，甲４発明の中間層１７に甲５技術の小室１２７を形成する絶

縁層１６３及び接着層１６４を組み合わせた場合，第２絶縁性基部１６

の多孔質部１６１と非多孔質部１６２との境界部分に生じ易い段差をで

きる限り平坦化して取り除くために，この境界と電極１２２との間に薄

い層を形成するという中間層１７の役割からすれば，第２絶縁性基部１

６の多孔質部１６１と非多孔質部１６２との境界１６７を中間層１７が

覆う構成とすることは必須であり，同時に，第１セル部用電極１２２が

第２絶縁性基部多孔質部１６１に接しないように配置することも必須と

なる。そうすると，この場合に，中間層１７に設けられた開口用貫通穴

（甲５技術の小室１２７）は，第１セル部用電極１２２よりも小さく設

定される構成となるから，相違点１に係る本件発明１の構成のうち，「該

開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成してあって，該開口

用貫通穴から上記電極が露出」するとの構成を備えないものとなる。 

したがって，甲４発明の中間層に換えて甲５技術の小室を形成する絶

縁層及び接着層を採用しても，相違点１に係る本件発明１の構成を導き

出すことはできないから，本件審決の判断に誤りはなく，原告の上記主
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張には理由がない。 

イ 相違点３について 

  原告は，甲４発明においては，甲４の図１１の幅方向の断面図からみて，

長手方向の形態のいかんにかかわらず，第１セル部用固体電解質体１２１

が下方に抜け出し得ないことは明らかであり， 相違点３は実質的な相違点

には当たらないから，相違点３に係る本件発明１の構成につき，甲４発明

及び甲５技術から当業者が容易に想到し得たとはいえないとした本件審決

の判断は誤りである旨主張する。 

  しかし，甲４の図１１のように，第１セル部用固体電解質体１２１の幅

方向の外縁部に内室１５の周縁部をなす律速導入部１５１，１５２が重な

っていたとしても，それのみでは全体の重なり状態は不明であり，全体と

して第１セル部用固体電解質体１２１の下方への抜け出し防止効果がある

のかは不明というべきであるから，幅方向の断面図のみを根拠とする原告

の上記主張は理由がない。 

 取消事由４－３（本件発明１について，甲４発明及び甲６技術に基づく容

易想到性判断の誤り）に対し 

  相違点１及び３についての本件審決の判断に誤りがあるとする原告の主張

に理由がないことにつ  

  

容易想到性判断の誤り）に対し 

   

発明をすることができたものではないとした本件審決の判断に誤りがないこ

 

したがって，本件審決の上記判断に誤りがあることを前提として，本件発

明１に従属する本件発明２について，

業者が容易に発明をすることができたものではないとした本件審決の判断に
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誤りがあるとする原告の主張に理由がないことは明らかである。 

 

容易想到性判断の誤り）に対し 

  原告は，本件審決が，本件発明３において焼成するシート体について，各

表面アルミナ層のアルミナシートとは反対側の面には他の層などが形成され

ていないものであるとする解釈には誤りがあり，このような解釈に基づいて，

発明３の容易想到性を否定した本件審決の判断は誤りである旨主張する。 

  しかしながら，本件審決の上記解釈が誤りであるとしても，本件発明３に

ついて，甲２発明 及び甲３技術に基づいて当業者が容易に発明することが

できないとした本件審決の結論に誤りがないことは，次のような点から明ら

かである。 

 ア 本件審決は，甲２発明 に甲３技術を適用するに当たり，甲２発明 の

保護層４０７及び第２基体４０３を本件発明３の表面アルミナ層に対応さ

せた上で，これらを甲３技術の接着剤に置き換えることは当業者が想起し

得る事項である旨判断した。 

   しかし，甲２発明 の保護層４０７及び第２基体４０３を甲３技術の接

着剤に置き換えた場合，その接着剤層に開口用貫通穴を設ける動機付けは

ない。 

むしろ，甲２発明 の第２基体４０３を接着剤に置き換え，その接着剤

層に本件発明３の表面アルミナ層のように開口用貫通穴を設けるとすれば，

第１電極４０４の電極部４５１が発熱体４０２の発熱部４５５と直接対面

し，ガスセンサ素子として機能し得ないこととなる。 

また，甲２発明 は，固体電解質体と絶縁部材との境界部分に生じる段

差によって電極が断線状態となるおそれがあることを課題とし，境界部分

における固体電解質体と絶縁部材との段差寸法を電極の厚さ寸法よりも小
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さくすることで，固体電解質体と絶縁部材との境界部分において電極が断

線するのを防止できるようにした発明であり，電極と接する面において極

力段差を少なくすることをその発明の特徴としているところ，甲２発明

の保護層４０７を接着剤に置き換え，その接着剤層に開口用貫通穴を設け

るとすれば，当該開口用貫通穴の周縁部に必然的に段差が生ずることとな

り，甲２発明 の目的に反することとなる。 

   以上のとおり，甲２発明 の保護層４０７及び第２基体４０３を甲３技

術の接着剤に置き換え，その接着剤層に本件発明３の表面アルミナ層のよ

うに開口用貫通穴を設けることには動機付けがなく，むしろ阻害要因があ

るといえるから，これを当業者が想起し得る事項であるとした本件審決の

上記判断は誤りであり，この点において，甲２発明 及び甲３技術に基づ

いて，相違点に係る本件発明３の構成を容易に想到することができないこ

とは明らかであるから，本件審決には，その結論において誤りはない。 

 イ 仮に，本件審決が，甲２発明 に甲３技術を適用するに当たり，甲２発

明 の保護層４０７及び第２基体４０３を本件発明３の表面アルミナ層に

対応させた上で，これらを甲３技術の接着剤に置き換えるという態様では

なく，甲２発明 の保護層４０７及び第２基体４０３と固体電解質体との

間に甲３技術の接着剤５を追加する態様を前提としているとしても，甲２

発明 においては，保護層４０７及び第２基体４０３がアルミナ粉末を含

む未焼成シートとして形成され，その後，未焼成の成型体を形成し，積層

方向の外力を加えて未焼成シートを圧着することで各層間の接合を行い，

切断後焼成しているのであり，保護層４０７及び第２基体４０３の未焼成

シートそれ自体が接着剤の機能を備えているのであるから，それに加えて

更に接着剤を用いることには動機付けがなく，むしろ無駄な工程の追加と

なる点において，阻害要因があるというべきである。 

   したがって，甲２発明 の保護層４０７及び第２基体４０３と固体電解
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質体との間に甲３技術の接着剤５を追加する態様を前提としても，甲２発

明 及び甲３技術に基づいて，相違点に係る本件発明３の構成を容易に想

到することができないことは明らかであるから，本件審決には，その結論

において誤りはない。 

 第５ 当裁判所の判断 

   当裁判所は，本件発明１に係る取消事由４－１，本件発明２に係る取消事由

４－４及び本件発明３に係る取消事由４－５には理由があるから，その余の取

消事由につき判断するまでもなく，本件審決にはこれを取り消すべき違法があ

るものと判断する。その理由は，以下のとおりである。 

１ 本件発明１及び３について 

 本件特許に係る本件訂正後の特許請求の範囲の請求項１及び３の記載は，

前記第２の２のとおりである。 

そして，本件明細書（甲８）の発明の詳細な説明には，本件発明１及び３

に関し，次のような記載がある（下記記載中に引用する図面については別紙

１を参照）。 

ア 技術分野 

 【０００１】 

本発明は，固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電

極を設けてなるガスセンサ素子及びその製造方法に関する。 

イ 背景技術 

【０００２】 

ガスセンサ素子としては，排ガス中の酸素濃度を検出して空燃比制御を

行うもの，ＮＯｘ（窒素酸化物），ＳＯｘ（硫黄酸化物），ＨＣ（炭化水

素），ＣＯ（一酸化炭素）等の特定ガス成分の濃度を検出するもの等があ

る。そして，ガスセンサ素子の形状としては，固体電解質シートの両表面

の互いに対向する位置に一対の電極を設けてなる積層タイプのものがあ
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る。 

この積層タイプのガスセンサ素子においては，酸素イオン導電性を有す

るジルコニアによって固体電解質シートを形成し，この固体電解質シート

の両表面に一対の電極を設けている。そして，この一対の電極を設けた複

数の固体電解質シートを，電気絶縁性を有するアルミナシートを介して積

層することが行われている。… 

ウ 発明が解決しようとする課題 

【０００４】 

ところで，アルミナの熱伝導率は，１５～４０Ｗ／ｍＫ程度であるのに

対し，ジルコニアの熱伝導率は，２～４Ｗ／ｍＫ程度である。そのため，

ガスセンサ素子においてアルミナを多く用いれば，ガスセンサ素子の早期

活性化を図るために有利になる。また，アルミナの曲げ強度は，８００Ｍ

Ｐａ程度であるのに対し，ジルコニアの曲げ強度は，４７０ＭＰａ程度で

ある。そのため，ガスセンサ素子においてアルミナを多く用いれば，ガス

センサ素子の強度を図るために有利である。 

しかしながら，従来のガスセンサ素子においては，一対の電極を設ける

固体電解質シートは，すべてジルコニアから形成している。そのため，ガ

スセンサ素子の早期活性化及び強度向上の改善を図るためには更なる工

夫が必要とされる。 

【０００５】 

本発明は，かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので，早期活性化を

図ることができると共に強度に優れたガスセンサ素子及びその製造方法

を提供しようとするものである。 

エ 課題を解決するための手段 

【０００６】 

第１の発明は，固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対
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の電極を設けてなるガスセンサ素子において，上記固体電解質シートは，

電気絶縁性を有するアルミナ材料からなるアルミナシートに設けた充填

用貫通穴内に，酸素イオン導電性を有するジルコニア材料からなるジルコ

ニア充填部を配設してなり，上記一対の電極は，上記ジルコニア充填部の

両表面に設けてあり，上記アルミナシートの両表面には，該アルミナシー

トよりも薄く，電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる一対の表面アル

ミナ層が積層してあり，該一対の表面アルミナ層には，上記ジルコニア充

填部の配設箇所に対応して開口用貫通穴が設けてあり，該開口用貫通穴は，

上記電極よりも大きな形状に形成してあって，該開口用貫通穴から上記電

極が露出し，且つ，該開口用貫通穴の周縁部は，上記ジルコニア充填部の

両表面における外縁部に重なっていることを特徴とするガスセンサ素子

にある（請求項１）。 

【０００７】 

本発明のガスセンサ素子は，固体電解質シートの形成状態に工夫をする

ことによって，ガスセンサ素子の早期活性化及び強度向上を図っている。 

具体的には，本発明の固体電解質シートは，上記アルミナシートに設け

た充填用貫通穴内に上記ジルコニア充填部を配設してなり，ジルコニア充

填部に一対の電極を設けている。これにより，固体電解質シートにおいて，

ジルコニア材料を用いる部位は，一対の電極の配設箇所に対応する部位だ

けにすることができ，残りの部位は，熱伝導率及び曲げ強度がジルコニア

材料よりも高いアルミナ材料から構成することができる。 

【０００８】 

それ故，本発明のガスセンサ素子によれば，早期活性化を図ることがで

き（ガス濃度の検出が可能になる温度により早く到達させることができ），

強度向上（機械的強度，靭性，耐熱強度等の向上）を図ることができる。 

【０００９】 
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第２の発明は，固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対

の電極を設けてなるガスセンサ素子を製造する方法において，電気絶縁性

を有するアルミナ材料を用いて，充填用貫通穴を有するアルミナシートを

形成し，酸素イオン導電性を有するジルコニア材料からなり，上記充填用

貫通穴の形状に沿った形状のジルコニアシートを，上記充填用貫通穴内に

配置し，上記ジルコニアシートの両表面における外縁部に重なる状態で，

且つ，上記電極を露出した状態で，上記アルミナシートの両表面に電気絶

縁性を有するアルミナ材料からなり，上記電極を露出させるための開口用

貫通穴を有する一対の表面アルミナ層を配置して，シート体を形成し，該

シート体を焼成することを特徴とするガスセンサ素子の製造方法にある

（請求項３）。 

【００１０】 

本発明のガスセンサ素子の製造方法は，上記第１の発明のガスセンサ素

子の製造に適したものである。 

具体的には，本発明においては，アルミナシートの充填用貫通穴の形状

に沿った形状のジルコニアシートを形成し，このジルコニアシートを充填

用貫通穴内に配置する。そして，ジルコニアシートの両表面における外縁

部に重なる状態でアルミナシートの両表面に一対の表面アルミナ層を配

置して，シート体を形成することにより，ジルコニアシートが充填用貫通

穴内から抜け出さないようにすることができる。その後，シート体を焼成

することにより，ガスセンサ素子を製造することができる。 

【００１１】 

それ故，本発明のガスセンサ素子の製造方法によれば，早期活性化を図

ることができると共に強度向上を図ることができるガスセンサ素子を安

定して製造することができる。 

オ 発明を実施するための最良の形態 
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【００１５】 

上述した第１，第２の発明における好ましい実施の形態につき説明する。

…上記アルミナ材料は，アルミナ（酸化アルミニウム，Ａｌ２Ｏ３）を主成

分とする（例えば９０ｗｔ％以上含有する）ものとすることができる。ま

た，アルミナ材料は，アルミナ以外にも，ジルコニア，イットリア，マグ

ネシア，カルシア，シリカ等を含有することができる。 

上記ジルコニア材料は，ジルコニア（二酸化ジルコニウム，ＺｒＯ２）

を主成分とし（例えば８５ｗｔ％以上含有し），イットリア（Ｙ２Ｏ３）を

添加してなるものとすることができる。また，ジルコニア材料は，ジルコ

ニア，イットリア以外にも，アルミナ，シリカ，マグネシア，カルシア等

を含有することができる。 

【００１６】 

第１の発明において，上記アルミナシートの両表面には，該アルミナシ

ートよりも薄く，電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる一対の表面ア

ルミナ層を積層し，該一対の表面アルミナ層には，上記ジルコニア充填部

の配設箇所に対応して開口用貫通穴を設け，該開口用貫通穴の周縁部は，

上記ジルコニア充填部の両表面における外縁部に重ねる。 

これにより，表面アルミナ層によって，ジルコニア充填部が充填用貫通

穴内から抜け出してしまうことを防止することができる。また，ジルコニ

ア充填部に設けた一対の電極は，開口用貫通穴からジルコニア充填部の表

面に露出させておくことができる。 

なお，開口用貫通穴の周縁部は，その全周をジルコニア充填部の両表面

における外縁部に重ねることができる。また，開口用貫通穴の周縁部は，

その周方向の適宜箇所をジルコニア充填部の両表面における外縁部に重

ねることもできる。 

カ 実施例 
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【００１８】 

以下に，本発明のガスセンサ素子及びその製造方法にかかる実施例につ

き，図面を参照して説明する。 

（実施例１） 

本例のガスセンサ素子１は，図１，図２に示すごとく，固体電解質シー

ト２の両表面の互いに対向する位置に一対の電極５（被測定ガス側電極５

及び基準ガス側電極５）を設けてなる。本例の固体電解質シート２は，電

気絶縁性を有するアルミナ材料からなるアルミナシート３に設けた充填

用貫通穴３１内に，酸素イオン導電性を有するジルコニア材料からなるジ

ルコニア充填部４を配設してなる。そして，一対の電極５は，ジルコニア

充填部４の両表面に設けてある。 

【００１９】 

以下に，本例のガスセンサ素子１及びその製造方法につき，図１～図３

を参照して詳説する。… 

図１に示すごとく，本例のガスセンサ素子１は，ジルコニア充填部４を

配設した２枚のアルミナシート３を，電気絶縁性を有するアルミナ材料か

らなるスペーサ６を介して積層してなる。このスペーサ６には，２枚のア

ルミナシート３におけるジルコニア充填部４に対応する位置に，被測定ガ

スＧを導入するためのチャンバー６１が形成されている。 

【００２１】 

図２は，第１のアルミナシート３Ａの平面状態を示し，図３は，第２の

アルミナシート３Ｂの平面状態を示す。 

両図に示すごとく，本例の各アルミナシート３においては，ジルコニア

充填部４は１箇所に形成してある。本例の充填用貫通穴３１（ジルコニア

充填部４）は，四角形状の電極５の形状に合わせて四角形状に形成してあ

る。… 
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【００２５】 

（実施例２） 

本例は，図４に示すごとく，アルミナシート３の両表面に，アルミナシ

ート３よりも薄く，電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる一対の表面

アルミナ層３５を積層して，固体電解質シート２を形成した例である。 

本例においても，アルミナシート３に設けた充填用貫通穴３１内にはジ

ルコニア充填部４が配設してあり，ジルコニア充填部４の両表面には一対

の電極５が設けてある。また，本例の一対の表面アルミナ層３５には，ジ

ルコニア充填部４の配設箇所に対応して開口用貫通穴３５１が設けてあ

る。開口用貫通穴３５１の周縁部は，ジルコニア充填部４の両表面におけ

る外縁部に重ねてあり，ジルコニア充填部４が充填用貫通穴３１内から抜

け出さないようにしてある。開口用貫通穴３５１は，ジルコニア充填部４

（充填用貫通穴３１）よりも小さく，ジルコニア充填部４における電極５

よりも大きな形状に形成してある。そして，ジルコニア充填部４の両表面

における外縁部に開口用貫通穴３５１の周縁部が重なった状態において，

一対の電極５を，開口用貫通穴３５１を介して，ジルコニア充填部４の表

面に露出させておく。 

【００２６】 

  本例のガスセンサ素子１は，以下のようにして製造することができる。 

すなわち，本例においては，まず，図５に示すごとく，電気絶縁性を有

するアルミナ材料を用いて，充填用貫通穴３１を有するアルミナシート３

を形成する。次いで，図６に示すごとく，酸素イオン導電性を有するジル

コニア材料からなり，充填用貫通穴３１の形状に沿った形状のジルコニア

充填部４となるジルコニアシートを，充填用貫通穴３１内に配置する。次

いで，図７に示すごとく，ジルコニア充填部４の両表面における外縁部に

重なる状態で，アルミナシート３の両表面に電気絶縁性を有するアルミナ
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材料からなる一対の表面アルミナ層３５（本例ではシート状のもの）を積

層して，シート体２０を形成する（図４参照）。ここで，一対の電極５は，

ジルコニアシートを充填用貫通穴３１内に配置する前にジルコニアシー

トの両表面に設けておくことができる。また，一対の電極５は，ジルコニ

アシートを充填用貫通穴３１内に配置した後にジルコニアシートの両表

面に設けることもできる。 

なお，表面アルミナ層３５は，アルミナシート３とする以外にも，ペー

スト，スラリー等を塗布することによって形成することもできる。 

【００２７】 

次いで，２枚のシート体２０を，アルミナ材料からなるスペーサ６を介

して積層し，第１のシート体２０（上記第１のアルミナシート３Ａ）にヒ

ータ７２を積層すると共に，第２のシート体２０（上記第２のアルミナシ

ート３Ｂ）に拡散抵抗層７１を積層して，積層体を形成する（図１参照）。

スペーサ６は，シート材を用いて形成することができ，ペースト，スラリ

ー等をアルミナシート３の表面に塗布して形成することもできる。また，

各構成部品間の積層は，アルミナ材料からなるペースト，スラリー等を塗

布して行うことができる。その後，積層体を焼成してガスセンサ素子１を

製造する。… 

【００３０】 

（早期活性化の確認） 

上記実施例１において用いたアルミナ材料の熱伝導率は，約２７Ｗ／ｍ

Ｋであり，実施例１において用いたジルコニア材料の熱伝導率は，約２．

３Ｗ／ｍＫであった。ジルコニア材料の熱伝導率は，アルミナ材料の熱伝

導率に比べて約１２倍大きい。 

そして，ガスセンサ素子１において用いられるジルコニア材料の割合と

アルミナ材料の割合とから，ガスセンサ素子１の活性化時間を検討した。
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その結果，ジルコニア材料のみからなる固体電解質シート２を用いた従来

のガスセンサ素子においては，一対の電極５を設けた検知部分においてガ

ス検知が可能になる温度に安定する活性化時間が，約１００秒となった。

これに対し，アルミナシート３にジルコニア充填部４を配設した実施例１

のガスセンサ素子１においては，上記活性化時間が約８０秒となった。こ

のことより，実施例１に示したガスセンサ素子１を用いることにより，早

期活性化を図ることができることがわかった。 

【００３１】 

（素子強度の確認） 

上記実施例１において用いたアルミナ材料の曲げ強度は，約８００ＭＰ

ａであり，実施例１において用いたジルコニア材料の曲げ強度は，約４７

０ＭＰａであった。 

そして，ガスセンサ素子１において用いられるジルコニア材料の割合と

アルミナ材料の割合とから，ガスセンサ素子１の曲げ強度を検討した。そ

の結果，ジルコニア材料のみからなる固体電解質シート２を用いた従来の

ガスセンサ素子においては，曲げ強度が約７３０ＭＰａとなった。これに

対し，アルミナシート３にジルコニア充填部４を配設した実施例１のガス

センサ素子１においては，曲げ強度が約８００ＭＰａとなり，この曲げ強

度が約１．１倍になった。このことより，実施例１に示したガスセンサ素

子１を用いることにより，その強度の向上を図ることができることがわか

った。 

   前記 によれば，本件明細書には，本件発明１及び３に関し，次のような

開示があることが認められる。 

   ア 本件発明１はガスセンサ素子に関する発明であり，本件発明３はその製

造方法に関する発明である（段落【０００１】）。 

 イ ガスセンサ素子には，排ガス中の酸素濃度を検出して空燃比制御を行う
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もの，ＮＯｘ（窒素酸化物）等の特定ガス成分の濃度を検出するもの等があ

り，その形状には，固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一

対の電極を設け，この一対の電極を設けた複数の固体電解質シートを，電

気絶縁性を有するアルミナシートを介して積層した積層タイプのものがあ

るが（段落【０００２】），従来のガスセンサ素子においては，一対の電

極を設ける固体電解質シートは，すべてアルミナよりも熱伝導率及び曲げ

強度の低いジルコニアから形成しているため，ガスセンサ素子の早期活性

化及び強度向上の改善を図るためには更なる工夫が必要とされていた（段

落【０００４】）。 

 ウ 本件発明１及び３は，かかる従来の問題点に鑑みてなされたもので，早

期活性化を図ることができると共に強度に優れたガスセンサ素子及びその

製造方法を提供することを目的とする（段落【０００５】）。 

エ 本件発明１は，固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対

の電極を設けてなるガスセンサ素子において，上記固体電解質シートは，

電気絶縁性を有するアルミナ材料からなるアルミナシートに設けた充填用

貫通穴内に，酸素イオン導電性を有するジルコニア材料からなるジルコニ

ア充填部を配設してなり，上記一対の電極は，上記ジルコニア充填部の両

表面に設けてあり（段落【００１８】，図１～３），上記アルミナシート

の両表面には，該アルミナシートよりも薄く，電気絶縁性を有するアルミ

ナ材料からなる一対の表面アルミナ層が積層してあり，該一対の表面アル

ミナ層には，上記ジルコニア充填部の配設箇所に対応して開口用貫通穴が

設けてあり，該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成してあ

って，該開口用貫通穴から上記電極が露出し，且つ，該開口用貫通穴の周

縁部は，上記ジルコニア充填部の両表面における外縁部に重なっている（段

落【００１６】，【００２５】，図４）ことを特徴とする。 

 また，本件発明３は，本件発明１のガスセンサ素子の製造に適したもの
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であり，固体電解質シートの両表面の互いに対向する位置に一対の電極を

設けてなるガスセンサ素子を製造する方法において，電気絶縁性を有する

アルミナ材料を用いて，充填用貫通穴を有するアルミナシートを形成し，

酸素イオン導電性を有するジルコニア材料からなり，上記充填用貫通穴の

形状に沿った形状のジルコニアシートを，上記充填用貫通穴内に配置し（段

落【００２６】，図５，６），上記ジルコニアシートの両表面における外

縁部に重なる状態で，且つ，上記電極を露出した状態で，上記アルミナシ

ートの両表面に電気絶縁性を有するアルミナ材料からなり，上記電極を露

出させるための開口用貫通穴を有する一対の表面アルミナ層を配置して，

シート体を形成し（段落【００２６】，図７），該シート体を焼成する（【０

０２７】）ことを特徴とする。 

   オ 上記エのような本件発明１及び３のガスセンサ素子及びその製造方法に

よれば，固体電解質シートにおけるジルコニア材料を用いる部位を，一対

の電極の配設箇所に対応する部位だけにすることができ，残りの部位には，

熱伝導率及び曲げ強度がジルコニア材料よりも高いアルミナ材料を用いる

ことができるため（段落【０００７】），早期活性化を図ることができる

（ガス濃度の検出が可能になる温度により早く到達させることができる）と

共に，強度向上（機械的強度，靭性，耐熱強度等の向上）を図ることがで

き（段落【０００８】，【００１１】，【００３０】，【００３１】），

これによって上記ウの目的が達成される。 

 さらに，本件発明１及び３のガスセンサ素子及びその製造方法によれば，

アルミナシートの両表面に，該アルミナシートよりも薄く，電気絶縁性を

有するアルミナ材料からなる一対の表面アルミナ層を積層し，該一対の表

面アルミナ層には，上記ジルコニア充填部の配設箇所に対応して開口用貫

通穴を設け，該開口用貫通穴の周縁部は，上記ジルコニア充填部の両表面

における外縁部に重ねることによって，ジルコニア充填部が充填用貫通穴
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内から抜け出してしまうことを防止することができる（【００１６】，【０

０２５】，【００２６】，図４，７）。 

２ 取消事由

易想到性判断の誤り）について 

  甲２発明 について 

ア 甲２（特開２００７－２７８９４１号公報）には，次の記載がある（下

記記載中に引用する図面については別紙２を参照）。 

 【技術分野】 

【０００１】 

本発明は，厚さ方向に貫通する貫通孔が形成された板型形状の絶縁性

材料からなる絶縁部材と，少なくとも一部が貫通孔に配置された固体電

解質体と，少なくとも自身の一部が固体電解質体を覆う電極部と，長手

方向に延びて電極部に接続するリード部と，を有し，絶縁部材および固

体電解質体の板面上に配置される一対の電極と，を備えるガスセンサ素

子およびそのようなガスセンサ素子の製造方法に関する。 

       【発明が解決しようとする課題】 

【０００４】 

…従来のガスセンサ素子製造方法においては，固体電解質体の厚さ寸

法と絶縁部材の厚さ寸法とに大きな差が生じることがあり，そのような

場合には，固体電解質体と絶縁部材との境界部分に生じる段差によって

電極が断線状態となる虞がある。 

【０００９】 

そこで，本発明は，こうした問題に鑑みなされたものであり，絶縁部

材と固体電解質体との境界部分における電極の断線が生じがたいガスセ

ンサ素子，およびそのようなガスセンサ素子の製造方法を提供すること

を目的とする。 
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    【課題を解決するための手段】 

    【００１０】 

     かかる目的を達成するためになされた請求項１に記載の発明方法は，

厚さ方向に貫通する貫通孔が形成された板型形状の絶縁性材料からなる

絶縁部材と，少なくとも一部が貫通孔内に配置された固体電解質体と，

少なくとも自身の一部が固体電解質体を覆う電極部と，長手方向に延び

て電極部に接続するリード部と，を有し，絶縁部材および固体電解質体

の板面上にそれぞれ配置される一対の電極と，を備えるガスセンサ素子

を製造するガスセンサ素子製造方法であって，絶縁部材の貫通孔内に固

体電解質体の少なくとも一部を配置する固体電解質体配置工程と，固体

電解質体配置工程の後，固体電解質体および絶縁部材のうち少なくとも

一方に対して厚さ寸法を変更させる外力を印加して，固体電解質体と絶

縁部材との境界部分における段差寸法が電極の厚さ寸法よりも小さくな

るまで，固体電解質体および絶縁部材のうち少なくとも一方を変形させ

る加圧工程と，加圧工程の後，絶縁部材および固体電解質体における板

面上に電極を配置する電極配置工程と，を有することを特徴とするガス

センサ素子製造方法である。 

【００１５】 

…貫通孔内に配置された固体電解質体は，貫通孔に対して全周が当接

するように配置されていることは言うまでもないが，寸法公差等の隙間

があっても良い。 

 また，電極のうち電極部は，少なくとも一部が固体電解質体を覆う構

成であればよい。具体的には，電極部全体が固体電解質体の一部を覆い，

固体電解質体と絶縁部材との境界部分にリード部が配置された構造や，

電極部の一部が固体電解質体全体を覆い，固体電解質体と絶縁部材との

境界部分に電極部が配置された構造や，電極部の一部が固体電解質体の
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一部を覆い，固体電解質体と絶縁部材との境界部分に電極部およびリー

ド部が配置された構造であっても良い。 

       【発明を実施するための最良の形態】 

     … 

【００３７】 

ここで，センサ素子４の概略構造を表す分解斜視図を，図２に示す。

…図に示すように，センサ素子４は，センサ部６００と，ヒータ５００

と，を備えて構成されている。 

【００３８】 

センサ部６００は，酸素濃度検出セル４３０および保護層４０７を備

えて構成されている。 

 センサ部６００の酸素濃度検出セル４３０は，絶縁性材料（アルミナ

など）からなる絶縁部材４０５と，部分安定化ジルコニア焼結体からな

る固体電解質体４３５と，白金（Ｐｔ）からなる第１電極４０４および

第２電極４０６と，を備えて構成されている。 

【００３９】 

絶縁部材４０５は，厚さ方向に貫通する貫通孔４３３を有する板型形

状に形成されている。… 

【００４０】 

固体電解質体４３５は，絶縁部材４０５における貫通孔４３３の内部

に配置されている。この固体電解質体４３５は，ジルコニア（ＺｒＯ２）

に安定化剤としてイットリア（Ｙ２Ｏ３）又はカルシア（ＣａＯ）を添加

してなる部分安定化ジルコニア焼結体で構成されている。 

【００４１】 

第１電極４０４は，固体電解質体４３５の一部を覆う第１電極部４５

１と，第１電極部４５１から絶縁部材４０５の長手方向の後端側に延び
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る第１リード部４５３と，を備えて形成されている。 

【００４２】 

第２電極４０６は，固体電解質体４３５の一部を覆う第２電極部４４

７と，第２電極部４４７から絶縁部材４０５の長手方向の後端側に延び

る第２リード部４４９と，を備えて形成されている。 

【００４３】 

これら一対の電極（第１電極４０４，第２電極４０６）のうち，第１

電極４０４は絶縁部材４０５の表面（図２における上面（判決注：下面

の誤記と考えられる。））に配置され，第２電極４０６は絶縁部材４０

５の裏面（図２における下面（判決注：「上面」の誤記と考えられる。））

に配置される。 

【００４５】 

また，絶縁部材４０５の表面には，第２電極４０６を挟み込むように

して，保護層４０７が形成されている。この保護層４０７は，多孔質材

料からなる電極保護部４４１と，絶縁性材料からなる補強部４０８と，

を備えている。 

【００４６】 

電極保護部４４１は，固体電解質体４３５との間で第２電極部４４７

を挟み込むように位置して第２電極部４４７を被毒から防御するために

備えられる。補強部４０８は，絶縁部材４０５との間で第２リード部４

４９を挟み込むように位置して，第２リード部４４９および絶縁部材４

０５を保護するために備えられる。 

【００４７】 

次に，ヒータ５００は，アルミナを主体とする第１基体４０１と，ア

ルミナを主体とする第２基体４０３と，第１基体４０１と第２基体４０

３とに挟まれた白金（Ｐｔ）を主体とする発熱体４０２と，を備えて構
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成されている。 

イ 上記アのような甲２の記載事項によれば，甲２には，ガスセンサ素子に

関する発明として，本件審決が認定したとおりの甲２発明 （前記第２の

記載されていることが認められ，これと前記１のとおりの本件

発明１とを対比すれば，両者の間には，本件審決が認定したとおりの一致

 

  なお，被告は， の認定に関し，「甲２においては，電極部４

４７，４５１と固体電解質体４３５の大きさに関して，電極部が固体電解

質体より大きい場合も，逆に小さい場合もあるとされており，大小関係は

特定されていない 第１電極４０４は，第

１電極部４５１全体が固体電解質体４３５の一部を覆い」，「第２電極４

０６は，第２電極部４４７全体が固体電解質体４３５の一部を覆い」との

構成を認定した本件審決に誤りがあるかのごとく主張する。 

しかし，甲２の段落【００１５】には，「電極のうち電極部は，少なく

とも一部が固体電解質体を覆う構成であればよい。具体的には，電極部全

体が固体電解質体の一部を覆い，固体電解質体と絶縁部材との境界部分に

リード部が配置された構造や，電極部の一部が固体電解質体全体を覆い，

固体電解質体と絶縁部材との境界部分に電極部が配置された構造や，電極

部の一部が固体電解質体の一部を覆い，固体電解質体と絶縁部材との境界

部分に電極部およびリード部が配置された構造であっても良い。」と記載

されており，この記載によれば，甲２のセンサ素子には，電極部と固体電

解質体の大小関係について３つの態様があることが例示され，そのうちの

一つが「電極部全体が固体電解質体の一部を覆」うものであることは明ら

かである。 

したがって，甲２において，「第１電極４０４は，第１電極部４５１全

体が固体電解質体４３５の一部を覆い」，「第２電極４０６は，第２電極
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部４４７全体が固体電解質体４３５の一部を覆い」との構成を備えたセン

サ素子が開示されていることは明らかであって，本件審決の の

認定に誤りはない。 

 甲３記載の技術について 

 ア 甲３（特開２００４－９３２０７号公報）には，次の記載がある（下記

記載中に引用する図面については別紙３を参照）。 

  【００２６】 

  【実施例】 

  以下に，図面を用いて本発明のガスセンサ素子の製造方法にかかる実施例

につき説明する。… 

【００４６】 

…未焼成ヒータシート１９５０に導体層１９０を，未焼成固体電解質シ

ート１４０，１６０にそれぞれ導体層３０，４０，２０を形成した後には，

積層工程として，図２に示すごとく，未焼成ヒータシート１９５０の導体

層１９０の表面に未焼成被覆ヒータシート１９６０を重ね合わせる。また，

未焼成被覆ヒータシート１９６０の表面に未焼成積層シートとしての未焼

成スペーサ１７０を，この未焼成スペーサ１７０の表面に未焼成基板とし

ての未焼成固体電解質シート１６０を重ね合わせる。 

【００４７】 

また，図２に示すごとく，未焼成固体電解質シート１６０の表面に未焼

成積層シートとしての未焼成スペーサ１５０を積層し，この未焼成スペー

サ１５０の表面に未焼成基板としての未焼成固体電解質シート１４０を重

ね合わせる。さらに，未焼成固体電解質シート１４０の表面に，未焼成多

孔質シート１３１０及び未焼成積層シートとしての未焼成スペーサ１３３

０を積層し，未焼成スペーサ１３３０の表面に未焼成遮蔽シート１３２０

を重ね合わせる。… 
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【００４８】 

また，図６，図７に示すごとく，上記重ね合わせの際には，各未焼成シ

ート１３１０，１３２０，１４０，１６０，１９５０，１９６０及び各未

焼成スペーサ１３３０，１５０，１７０の間には，接着剤５を塗布した。

この接着剤５としては，アルミナ，有機系バインダ及び溶剤を混錬したも

のがある。… 

【００４９】 

本例では，図６に示すごとく，未焼成ヒータシート１９５０の上記導体

層１９０を形成した側の表面には，上記接着剤５を，導体層１９０におけ

る平坦部１９９と略面一になるよう塗布した。また，図７に示すごとく，

各未焼成固体電解質シート１４０，１６０の上記導体層３０，４０，２０

を形成した両側の表面にも，上記接着剤５を，導体層３０，４０，２０に

おける平坦部３０１，４０１，２０１と略面一になるよう塗布した。 

【００５０】 

その後，図８，図９に示すごとく，各未焼成シート１３１０，１３２０，

１４０，１６０，１９５０，１９６０及び各未焼成スペーサ１３３０，１

５０，１７０を重ね合わせた状態で加圧してこれらを積層し，ガスセンサ

素子１の中間体を作製した。このとき，図８に示すごとく，未焼成被覆ヒ

ータシート１９６０は，未焼成ヒータシート１９５０において上記略面一

の状態を形成した導体層２０(判決注：「導体層２０」は「導体層１９０」

の誤記と考えられる。)の平坦部１９９と接着剤５とに対して当接すること

ができる。 

【００５１】 

また，図９に示すごとく，未焼成スペーサ１３３０，１５０は，未焼成

固体電解質シート１４０の両側の表面において上記略面一の状態を形成し

たリード部３１１，３２１，４１１，４２１の平坦部３０１，４０１と接
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着剤５とに対して当接することができる。… 

【００５２】 

また，未焼成スペーサ１５０，１７０は，未焼成固体電解質シート１６

０の両側の表面において上記略面一の状態を形成したリード部２１１，２

２１の平坦部２０１と接着剤５とに対して当接することができる。… 

【００５３】 

そのため，上記加圧の際に，各未焼成シート１４０，１６０，１９５０，

１９６０と各未焼成スペーサ１３３０，１５０，１７０との間に，局所的

な加重が加わることを防止することができる。 

それ故，各未焼成シート１４０，１６０，１９５０，１９６０又は各未

焼成スペーサ１３３０，１５０，１７０に亀裂が発生することを防止する

ことができる。 

   イ 上記アのような甲３の記載事項によれば，甲３には，本件審決が甲３技

術として認定したとおりの技術，すなわち，「ガスセンサ素子の製造方法

において，シート上の導体層との間に隙間を空けることなくその周縁に接

するように，かつ，導体層の平坦部と略面一になるように接着剤を塗布し，

シート又はスペーサを重ね合わせた状態で加圧して積層して中間体を作製

し，その後焼成する技術」が記載されているものと認められる。 

   相違点に関する容易想到性の判断について 

     そこで に甲３技術を適用することにより，

相違点に係る本件発明１の構成（「上記アルミナシートの両表

面には，該アルミナシートよりも薄く，電気絶縁性を有するアルミナ材料か

らなる一対の表面アルミナ層が積層してあり，該一対の表面アルミナ層には，

上記ジルコニア充填部の配設箇所に対応して開口用貫通穴が設けてあり，該

開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成してあって，該開口用貫

通穴から上記電極が露出し，且つ，該開口用貫通穴の周縁部は，上記ジルコ



- 58 - 

ニア充填部の両表面における外縁部に重なっている」構成）とすることが，

本件出願当時の当業者において容易に想到し得たものといえるか否かについ

て検討する。 

    ア の有無について 

     本件出願前の周知技術 

ａ 

トの積層手段について，各未焼成シート１３１０，１３２０，１４０，

１６０，１９５０，１９６０及び各未焼成スペーサ１３３０，１５０，

１７０の間に，アルミナ，有機系バインダ及び溶剤を混錬した接着剤

５を塗布して各未焼成シートを積層する技術が記載されている。 

ｂ また，甲５（特開２００３－２４０７５０号公報）には，ガスセン

サ素子を構成する未焼成シートの積層手段について，次の記載がある

（下記記載中に引用する図面については別紙４を参照）。 

     【００２１】図１…に示すごとく，本例のガスセンサ素子１は，基準

ガス室形成板１５，固体電解質板１１，拡散層１４１，遮蔽層１４２

を積層して構成する。… 

【００２２】また，本例のガスセンサ素子１は，基準ガス室形成板１

５の固体電解質板１１と対面する側の反対面に，セラミックヒータ１

９を一体的に備える。… 

【００２３】…ヒータ絶縁板１９７と上記基準ガス室形成板１５との

間，基準ガス室形成板１５と固体電解質板１１との間，拡散層１４１

と遮蔽層１４２との間はそれぞれ接着層１６１，１６２，１６５が介

在する。また，固体電解質体１１と拡散層１４１との間は絶縁層１６

３と接着層１６４とが介在する。 

【００２４】…接着層１６１，１６２，１６４，１６５はアルミナよ

りなる。 
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【００２９】…各種接着層１６１，１６２，１６４，１６５，絶縁層

１６３は，接着層用，絶縁層用のペーストを作成してこれをグリーン

シートに対し印刷する。 

【００３１】…各グリーンシートを図１に示すような順序で積層し…

未焼積層体を得た。この未焼積層体を１４７０℃まで加熱して焼成し

た。その後，１４７０℃から室温まで冷却し，本例のガスセンサ素子

１を得た。 

ｃ 甲７（特開２００７－８５９４６号公報）には，ガスセンサ素子を

構成する未焼成シートの積層手段について，次の記載がある（下記記

載中に引用する図面については別紙５を参照）。 

【００３３】 

…ガスセンサ素子１は，…図２に示すごとく，センサ層２，ダクト

層１１，ヒータ層３，及び拡散層１２を有する積層体１０よりなる。

本例の積層体１０は，さらに遮蔽層１３を有しており，遮蔽層１３，

拡散層１２，センサ層２，ダクト層１１，ヒータ層３の順に積層して

構成されている。 

【００３５】 

ダクト層１１は，センサ層２の基準ガス側電極２３と対面し，セン

サ層２との間に接着剤５１を介して積層されている。… 

【００３７】 

拡散層１２は，センサ層２の被測定ガス電極２２に対面し，センサ

層２との間に接着剤５１を介して積層されている。 

【００３９】 

…接着剤５１は，セラミック粉末としてのアルミナ，バインダとし

てのアクリル系，ビニル系樹脂等を含有したものを焼成したものであ

る。… 
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【００５８】 

…最後に，この積層体１０を最高温度１４００～１５５０℃の範囲

で焼成し，…ガスセンサ素子１を得る。 

ｄ 以上のような甲３，５及び７の記載によれば，本件出願当時，積層

タイプのガスセンサ素子において，これを構成する各未焼成シートを

アルミナからなる接着剤を介して積層することは，当業者にとって周

知の技術であったものと認められる。 

 検討 

  甲２の段落【００９１】 ガ

スセンサ素子を構成する未焼成シートの積層に当たり，各層を接合する

方法として，接着剤を用いるのではなく，積層方向に外力を加えて未焼

ガ

スセンサ素子を構成する未焼成シートをアルミナからなる接着剤を介し

て積層することが本件出願当時の周知技術であったことからすると，甲

未焼成シートの積層に当たり，圧着ではなく甲３技

術の接着剤を用いた接合方法を採用することに，格別の困難があったも

のとはいえない。 

  加えて， 甲３の段落【００４９】ないし【００５３

】の記載によれば，甲３技術は，導体層の平坦部と略面一の状態となる

ように接着剤を塗布することにより，各未焼成シートと各未焼成スペー

サとの間に局所的な加重が加わることを防止し，各未焼成シート又は各

未焼成スペーサに亀裂が発生することを防止するというものであるとこ

第１電極４０４及び第２電極４０６によっ

て生じる段差によって，第２基体４０３，絶縁部材４０５，保護層４０

７に亀裂が発生するおそれがあることは，甲３のガスセンサ素子の場合

と同様であるから，甲２及び甲３に接した当業者であれば，
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においても，上記のような亀裂の発生を防止すべく甲３技術を適用しよ

うとする動機付けがあるというべきである。 

したがって， し，絶縁部材４０５の表面

及び裏面のうち，第１電極４０４及び第２電極４０６周囲の電極非形成

部分に，各電極の周縁に接するように，かつ，各電極の平坦部と略面一

の状態になるようにアルミナからなる接着剤を塗布して段差を解消し，

平坦化を図った上で上記４０３ないし４０７の各層を積層することは，

当業者が容易に想到し得たことというべきである。 

   イ 

に係る本件発明１の構成を備えるか否かについて 

 

容易に想到し得たことといえるところ，その結果得られるガスセンサ素

子において，絶縁部材４０５の両面に形成されるアルミナからなる接着

剤の層（以下「本件アルミナ接着剤層」という。）は，本件発明１の表

面アルミナ層に相当するものといえる。 

  そして，本件アルミナ接着剤層は，絶縁部材４０５よりも薄いもので

あり，第１電極４０４及び第２電極４０６の周縁（側面）に接し，各電

極の表面を露出させており，固体電解質体４３５の表面及び裏面のうち

各電極で覆われない部分と重なるように形成されるものである。 

  そうすると，本件アルミナ接着剤層は，相違点に係る本件発明１の構

成のうち，「上記アルミナシートの両表面には，該アルミナシートより

も薄く，電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる一対の表面アルミナ

層が積層してあり，該一対の表面アルミナ層には，上記ジルコニア充填

部の配設箇所に対応して開口用貫通穴が設けてあ」るとの構成及び「該

開口用貫通穴から上記電極が露出し，且つ，該開口用貫通穴の周縁部は，

上記ジルコニア充填部の両表面における外縁部に重なっている」との構
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成を満たすものであると認められる。 

 さらに，本件アルミナ接着剤層が，相違点に係る本件発明１の構成の

うち，「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成してあ」

るとの構成を満たすか否かについて検討する。 

 ａ 本件審決は，本件発明１の表面アルミナ層に設けられた開口用貫通

穴は「上記電極よりも大きな形状に形成してあ」るとの構成について，

電極の側面が露出する程度に開口用貫通穴が電極よりも大きな形状に

形成してあることを意味すると解釈した上で，本件アルミナ接着剤層

は，第１電極４０４及び第２電極４０６の側面に接して形成されてい

るから，「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成して

あ」るとの構成を満たさない旨判断した。 

   しかしながら，以下に述べるとおり，本件審決の上記判断は誤りで

ある。 

   本件特許の特許請求の範囲の請求項１においては，表面アルミナ

層に設けられた開口用貫通穴と電極との大きさの関係について，「該

開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成してあって」と

されるのみであり，「電極よりも大きな形状」の意義について，電

極の側面が露出する程度のものでなければならないことを示す記載

はない。 

    この点について，被告は，「該開口用貫通穴は，上記電極よりも

大きな形状」とは，開口用貫通穴の内面が電極の外面より大きいこ

とを意味し，そうである以上，その間に隙間が必然的に生じ，電極

の側面が露出することは明らかである旨主張する。しかし，表面ア

ルミナ層の開口用貫通穴の側面とその内側に配置される電極の側面

が隙間なく接する構成（電極の側面が露出しない構成）においても，

開口用貫通穴の内側に電極が配置されるものである以上，開口用貫
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通穴の内周は，電極の外周よりも大きな形状となっているはずであ

る。なぜなら，開口用貫通穴の内周と電極の外周が全くの同一形状

であるとすれば，開口用貫通穴の内側に電極を配置することは物理

的にできないはずだからである。 

したがって，開口用貫通穴の大きさについて，「電極よりも大き

な形状」との文言から直ちに「電極の側面が露出する程度」のもの

であるとの解釈が導き出されるものではなく，本件発明１に係る特

許請求の範囲の記載から，本件審決の上記解釈が根拠付けられるも

のとはいえない。 

⒝ 次に，本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると，実施例２

に関して，「本例は，図４に示すごとく，アルミナシート３の両表

面に，アルミナシート３よりも薄く，電気絶縁性を有するアルミナ

材料からなる一対の表面アルミナ層３５を積層して，固体電解質シ

ート２を形成した例である。…開口用貫通穴３５１は，ジルコニア

充填部４（充填用貫通穴３１）よりも小さく，ジルコニア充填部４

における電極５よりも大きな形状に形成してある。」との記載があ

り，図４のガスセンサ素子の断面図では，表面アルミナ層の開口用

貫通穴３５１の内周と電極の外周との間に隙間が形成されている態

様が示されていることが認められる。 

  しかしながら，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明１

について，表面アルミナ層の開口用貫通穴が電極の側面が露出する

程度に電極よりも大きな形状であることを要する旨の記載はなく，

ガスセン

サ素子の早期活性化と共に，強度向上を図ることができること及び

ジルコニア充填部が充填用貫通穴内から抜け出してしまうことを防

止すること）との関係からみても，電極の側面が露出する態様のも
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のに限定されるべき理由はない。 

  他方，図４に示されたガスセンサ素子は，実施例の一態様を示す

ものにすぎないから，当該図面に表面アルミナ層の開口用貫通穴３

５１の内周と電極の外周との間に隙間が形成されている態様が示さ

れているからといって，直ちに本件発明１の構成が当該態様のもの

に限定されると解すべきものとはいえない。 

⒞ さらに，本件審決は，「ガスセンサ素子において，電極はできる

限り広い面積で測定ガスに接することが好ましいことが技術常識で

あること」を前記解釈の根拠とする。 

  しかしながら，上記のような技術常識があるからといって，本件

発明１のガスセンサ素子における電極が，常にその上面のみならず

側面まで露出するものであることを要するとの解釈が直ちに導き出

されることにはならない。 

 ⒟ 以上によれば，本件発明１の表面アルミナ層に設けられた開口用

貫通穴は「上記電極よりも大きな形状に形成してあ」るとの構成に

ついて，電極の側面が露出する程度に開口用貫通穴が電極よりも大

きな形状に形成してあることを意味するとした本件審決の解釈は，

根拠を欠くものであって誤りであり，これを前提とする本件審決の

前記判断も誤りというべきである。 

ｂ 上記ａで検討したところによれば，本件発明１における「該開口用

貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成してあ」るとの構成には，

電極の側面が露出する程度に開口用貫通穴が電極よりも大きな形状に

形成してある 表面アルミ

ナ層の開口用貫通穴の側面とその内側に配置される電極の側面が隙間

なく接しているものも含まれると解すべきである。 

   してみると，本件アルミナ接着剤層が第１電極４０４及び第２電極
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４０６の側面に接して形成される態様は，相違点に係る本件発明１の

構成のうち，「該開口用貫通穴は，上記電極よりも大きな形状に形成

してあ」るとの構成を満たすものといえる。 

 ウ 以上のア及びイによれば，

業者が容易に想到し得たことであり，かつ，その結果得られるガスセンサ

素子は，相違点に係る本件発明１の構成をすべて備えるものといえるから，

成とすることは，本件出願当時の当業者において容易に想到し得たものと

認められる。 

 エ 被告の主張について 

   

保護層４０７及び第２基体４０３を本件発明１の表面アルミナ層に

対応させた上で，これらを甲３技術の接着剤に置き換える態様，及び②甲

技術の接着剤を追加する態様を想定し，いずれの態様においても，甲２発

動機付けはなく，むしろ阻害要因があるから，

及び甲３技術に基づいて相違点に係る本件発明１の構成を容易

に想到することはできない旨主張するので，以下，その主張の当否につい

て検討する。 

   被告は，上記①の態様を前提とした場合，接着剤層に開口用貫通穴を

設ける動機付けはなく，むしろ，第１電極４０４の電極部４５１が発熱

体４０２の発熱部４５５と直接対面することになるなどの不都合が生じ

るから，阻害要因がある旨主張する。 

   

用する場合においては，絶縁部材４０５の表面及び裏面のうち，第１電

極４０４及び第２電極４０６周囲の電極非形成部分に，各電極の周縁に



- 66 - 

接するように，かつ，各電極の平坦部と略面一の状態になるようにアル

ミナからなる接着剤を塗布して段差を解消し，平坦化を図った上で４０

３ないし４０７の各層を積層すること，すなわち被告主張の上記②の態

様を想定するのが自然であり，本件審決も当該態様を前提としているこ

とは，本件審決の判断内容（審決書４２ないし４５頁）に照らし明らか

である。 

   したがって，上記①の態様を前提とする被告の主張は，そもそもその

前提において失当である。 

  未焼

成シートを圧着することで各層間の接合を行っているのであるから，そ

れに加えて更に接着剤を用いることには動機付けがなく，むしろ無駄な

構成の追加となる点において，阻害要因がある旨主張する。 

   しかしながら， ガスセンサ素子を構成する

未焼成シートをアルミナからなる接着剤を介して積層することが本件出

願当時の周知技術であったことに加え，導体層の平坦部と略面一の状態

となるように接着剤を塗布することにより，各未焼成シートと各未焼成

スペーサとの間に局所的な加重が加わることを防止し，各未焼成シート

又は各未焼成スペーサに亀裂が発生することを防止するという甲３技術

に係る課題が 当てはまることからすれば，甲２及び甲

３に接した当業者であれば

の発生を防止すべく甲３技術を適用しようとする動機付けがあるという

べきであるから，被告の上記主張は理由がない。 

  なお，被告は，甲２においては，電極部と固体電解質体の大小関係が

しても，相違点に係る本件発明１の構成のうち，「該開口用貫通穴の周

縁部は，上記ジルコニア充填部の両表面における外縁部に重なっている」



- 67 - 

との構成を導き出すことはできない旨主張する。 

   しかし， 甲２には，電極部と固体電解質体

の大小関係について，「第１電極４０４は，第１電極部４５１全体が固

体電解質体４３５の一部を覆い」，「第２電極４０６は，第２電極部４

４７全体が固体電解質体４３５の一部を覆い」との構成を備えたセンサ

素子が開示されていることは明らかであるから，被告の上記主張は，そ

の前提において理由がない。 

  以上によれば，

発明１の構成を容易に想到することはできないとする被告の主張は，い

ずれも理由がない。 

  小括 

   

基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない

とした本件審決の判断は誤りであり，原告主張の取消事由４－１は理由があ

る。 

３ 取消事由４－４

易想到性判断の誤り） 

   本件審決は，本件発明１について，

者が容易に発明をすることができたものとすることはできないとの判断を前提

とした上で，本件発明１の発明特定事項を全て含み，更に発明特定事項を追加

した発明である本件発明２についても，

甲３技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものとすることはで

きない旨判断した。 

   しかしながら，本件発明１についての本件審決の判断が誤りであることは，

前記２で述べたとおりであるから，当該判断を前提とする本件発明２について

の本件審決の判断も誤りであることは明らかであり，原告主張の取消事由４－
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４は理由がある。 

 ４ 

易想到性判断の誤り）について 

   甲２発明 について 

ア 甲２（特開２００７－２７８９４１号公報）には，

加え，次の記載がある（下記記載中に引用する図面については別紙２を参

照）。 

 【発明を実施するための最良の形態】 

 … 

【００５１】 

…まず，第１原料粉末と可塑剤とを湿式混合により分散した第１スラリ

ーを用意する。第１原料粉末は，例えば，アルミナ粉末９７質量％と，焼

結調整剤としてのシリカ３質量％とからなる。可塑剤はブチラール樹脂及

びジブチルフタレート（ＤＢＰ）からなる。 

【００５２】 

ドクターブレード装置を使用したシート成形法により，この第１スラリ

ーを厚さ０．４ｍｍのシート状物に成形した後，１４０ｍｍ×１４０ｍｍ

に切断し，未焼成絶縁部用シート１１７を得る。未焼成絶縁部用シート１

１７は，加工焼成後に絶縁部材４０５となる未焼成シートである。… 

【００５３】 

また，同様に，上記の第１スラリーを用いて，焼成後に第１基体４０１，

第２基体４０３，保護層４０７（図２参照）となる未焼成シートを得る。 

 一方，第２原料粉末と可塑剤とを湿式混合により分散した第２スラリー

を用意する。第２原料粉末は，例えば，アルミナ粉末６３質量％と，焼結

調整剤としてのシリカ３質量％とカーボン粉末３４質量％とからなる。可

塑剤はブチラール樹脂及びＤＢＰからなる。 
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【００５４】 

そして，この第２スラリーを用い，未焼成絶縁部用シート１１７と同様

のシート成形法により，未焼成電極保護部用シートを得る。なお，この未

焼成電極保護部用シートは，加工焼成後に電極保護部４４１となる未焼成

シートである。 

【００５５】 

また，第３原料粉末と可塑剤とを湿式混合により分散した第３スラリー

を用意する。第３原料粉末は，例えば，ジルコニア粉末９７質量％と，焼

結調整剤としてシリカ（ＳｉＯ２）粉末及びアルミナ粉末合計３質量％とか

らなる。可塑剤はブチラール樹脂及びＤＢＰからなる。 

【００５６】 

この第３スラリーを用い，未焼成絶縁部用シート１１７と同様のシート

成形法により，未焼成固体電解質体用シート１１３を得る。未焼成固体電

解質体用シート１１３は，加工焼成後に固体電解質体４３５となる未焼成

シートである。 

【００６０】 

貫通孔形成工程では，図３及び図４に示す貫通孔成形型３０１を用いる。

貫通孔成形型３０１は，貫通孔用下型３０３，貫通孔用上型３０５，パン

チ型３０７を備える。 

【００６２】 

パンチ型３０７は，断面輪郭形状が下型加工孔３１１および上型加工孔

３１３の断面輪郭形状と同様に形成され，下型加工孔３１１および上型加

工孔３１３の内部に挿通可能に形成されている。 

【００６３】 

そして，未焼成シートに対して厚さ方向に貫通する貫通孔を形成するた

めには，まず，貫通孔用下型３０３と貫通孔用上型３０５とを離し，パン



- 70 - 

チ型３０７を貫通孔用上型３０５の内部に配置した状態で，図３に示すよ

うに，貫通孔用下型３０３の上に未焼成絶縁部用シート１１７を配置する。

これにより，下型加工孔３１１は，未焼成絶縁部用シート１１７によって

覆われる。 

【００６４】 

次に，貫通孔用上型３０５を下降させ，貫通孔用上型３０５と貫通孔用

下型３０３とで未焼成絶縁部用シート１１７を挟んで固定する。続いて，

図４に示すように，パンチ型３０７を下降させ，未焼成絶縁部用シート１

１７に１０個の貫通孔４３３を貫設し，未焼成絶縁部材４０５を作成する。

この後，貫通孔用上型３０５およびパンチ型３０７を上昇させる。  

【００６６】 

次に，打抜配置工程を行う。 

 図６は，貫通孔成形型３０１に対して未焼成絶縁部材４０５および未焼

成固体電解質体用シート１１３が配置されたときの断面状態を表す説明図

である。 

【００６７】 

図７は，貫通孔４３３に未焼成固体電解質体４３５が挿入された未焼成

絶縁部材４０５の断面状態を表す説明図である。 

 まず，図６に示すように，貫通孔用下型３０３と貫通孔用上型３０５と

を離して，さらにパンチ型３０７を貫通孔用上型３０５における上型加工

孔３１３の内部に配置した状態で，未焼成絶縁部材４０５の上に未焼成固

体電解質体用シート１１３を配置する。 

【００６８】 

そして，貫通孔用上型３０５を下降させ，貫通孔用上型３０５と貫通孔

用下型３０３とで未焼成絶縁部材４０５および未焼成固体電解質体用シー

ト１１３を挟んで固定する。 
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 続いて，図７に示すように，パンチ型３０７を下降させ，未焼成固体電

解質体用シート１１３から１０個の未焼成固体電解質体４３５を繰り抜く

とともに，未焼成絶縁部材４０５の貫通孔４３３に未焼成固体電解質体４

３５を挿入する。 

【００６９】 

その後，パンチ型３０７を上昇させるとともに貫通孔用上型３０５を取

り除いて，貫通孔４３３に未焼成固体電解質体４３５が挿入された未焼成

絶縁部材４０５を取り出す。… 

【００７２】 

次に，加圧工程を行う。 

 図８は，加圧成形型３２１に対して未焼成絶縁部材４０５(詳細には，貫

通孔４３３に未焼成固体電解質体４３５が挿入された未焼成絶縁部材４０

５)が配置されたときの断面状態を表す説明図である。 

【００７３】 

図９は，加圧成形型３２１により未焼成固体電解質体４３５が変形した

後の未焼成絶縁部材４０５および未焼成固体電解質体４３５の断面状態を

表す説明図である。 

 加圧工程では，図８に示すように，加圧成形型３２１を用いる。 

【００７６】 

…図９に示すように，加圧用上型３２５を下降させ，未焼成固体電解質

体４３５を…下方に加圧する。これにより，未焼成固体電解質体４３５の

厚さ寸法を圧縮できると共に，未焼成固体電解質体４３５の厚さ寸法と未

焼成絶縁部材４０５の厚さ寸法との寸法差を縮小することができる。 

【００８５】 

…未焼成保護層４０７については，未焼成固体電解質体４３５および未

焼成絶縁部材４０５と同様にして，貫通孔形成工程，打抜配置工程，加圧
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工程などを行うことで，未焼成補強部４０８の貫通孔４４２に未焼成電極

保護部４４１を配置して，未焼成保護層４０７を得ることができる。 

【００８６】 

次に，上記のようにして得られた未焼成シートを積層して未焼成成型体

を形成する成型体形成工程を行う。 

 なお，未焼成成型体は，下方から順に…未焼成第２基体４０３，未焼成

第１電極４０４，未焼成絶縁部材４０５，未焼成第２電極４０６，未焼成

保護層４０７などが積層されて形成される。 

【００８８】 

…固体電解質体４３５および絶縁部材４０５の上に，未焼成第１電極４

０４および未焼成第２電極４０６をスクリーン印刷法により形成する。… 

【００８９】 

続いて，未焼成第１電極４０４を挟み込むようにして，絶縁部材４０５

を未焼成第２基体４０３に対して積層する。… 

  【００９０】 

そして，未焼成第２電極４０６を挟み込むようにして，未焼成保護層４

０７を絶縁部材４０５に対して積層する。… 

【００９１】 

…次に，切断工程を行う。 

     切断工程では，未焼成の成型体に対して積層方向の外力…を加えて，未

焼成成型体を構成する各未焼成シートを圧着した後，予め定められた大き

さに切断して，１個の成型体から１０個の積層体を得る。… 

【００９２】 

その後，焼成工程として，積層体から樹脂抜きを行う前焼成を実施した

後，さらに本焼成して酸素濃度を検出するセンサ素子４を得る。… 

【００９７】 
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…本実施形態のセンサ素子４は，絶縁部材４０５と固体電解質体４３５

との境界部分における電極（第１電極４０４および第２電極４０６）の断

線が生じがたいセンサ素子となる。 

イ 及び上記アのような甲２の記載事項によれば，甲２には，ガ

スセンサ素子の製造方法に関する発明として，本件審決が認定したとおり

 

 本件審決の判断について 

  

未焼成絶縁部材４０５と

未焼成保護層４０７との接合及び未焼成絶縁部材４０５と未焼成第２基体４

０３との接合に甲３技術を適用し，未焼成絶縁部材４０５の両面に配置され

た未焼成第１電極４０４及び未焼成第２電極４０６との間に隙間を空けるこ

となくその周縁に接し，かつ，第１電極４０４及び第２電極４０６と略面一

になるように接着剤を塗布して未焼成保護層４０７及び未焼成第２基体４０

３と接合することは，当業者であれば容易に想起し得る事項であり，その際

アルミナ系の接着剤を用いることは設計的事項であること，その結果として

未焼成絶縁部材４０５の両面に形成されるアルミナ系接着剤の層は，本件発

明３の表面アルミナ層に相当するものであること，当該アルミナ系接着剤層

は，本件発明３における「上記ジルコニアシートの両表面における外縁部に

重なる状態で，且つ，上記電極を露出した状態で，上記アルミナシートの両

表面に電気絶縁性を有するアルミナ材料からなり，上記電極を露出させるた

めの開口用貫通穴を有する一対の表面アルミナ層を配置」する構成を満たす

ことをいずれも認めながら， いて

焼成するシート体は，本件発明３において焼成するシート体とは異なるもの

であることを理由に， だけでは，相違点は

解消しないとして， 及び甲３技術に基づく本件発明３の容易想到
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性を否定した。すなわち，本件審決は，本件発明３において焼成するシート

体について，各表面アルミナ層のアルミナシートとは反対側の面には他の層

などが形成されていないものに限定されるとの解釈に立った上で，甲２発明

いて焼成するシート体は，未焼成絶縁部材

４０５の両面に形成したアルミナ系接着剤層の上に未焼成保護層４０７及び

未焼成第２基体４０３を積層したもの（積層後に焼成するもの）であるから，

本件発明３において焼成するシート体とは異なると判断したものである。 

  これに対し，原告は，本件審決の本件発明３において焼成するシート体に

関する解釈は誤りであり，それを前提として本件発明３の容易想到性を否定

した本件審決の判断も誤りである旨主張するので，以下検討する。 

 ア 本件審決は，本件特許の特許請求の範囲の請求項３の記載において，焼

成の対象となるシート体は，上記ジルコニアシートの両表面における外縁

部に重なる状態で，上記アルミナシートの両表面に電気絶縁性を有するア

ルミナ材料からなる一対の表面アルミナ層を配置して形成したものとされ

ていることを根拠に，当該焼成の対象となるシート体は，各表面アルミナ

層のアルミナシートとは反対側の面には他の層などが形成されていないも

のと認められるとする。 

   しかしながら，本件特許の特許請求の範囲の請求項３の記載においては，

上記のようにして「シート体を形成し，該シート体を焼成することを特徴

とするガスセンサ素子の製造方法」とされるのみであり，この記載からは，

形成されたシート体をその後焼成することが規定されていることは明らか

であるものの，その焼成の態様について何らかの限定をする趣旨を読み取

ることはできず，焼成の対象となるシート体が，各表面アルミナ層のアル

ミナシートとは反対側の面に他の層などが形成されていないものに限定さ

れるとの解釈を導き出すことはできない。 

 イ また，本件明細書の発明の詳細な説明の記載をみると，実施例２として，
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２枚のシート体２０をスペーサ６を介して積層するなどして積層体を形成

し，その後，この積層体を焼成してガスセンサ素子を製造する方法（段落

【００２７】）が記載されている一方，各表面アルミナ層のアルミナシー

トとは反対側の面には他の層などが形成されていないシート体（すなわち，

積層体ではない単体のシート体）のみを焼成することについては，何らの

記載もない。 

   このように，本件明細書の発明の詳細な説明においても，本件審決の上

記解釈を根拠付ける記載はなく，むしろ，これと矛盾した記載がみられる

ものといえる。 

 ウ 以上によれば，本件発明３において焼成するシート体について，各表面

アルミナ層のアルミナシートとは反対側の面には他の層などが形成されて

いないものに限定されるとする本件審決の解釈は誤りであり，このような

解釈を前提として， いて焼成す

るシート体は，本件発明３において焼成するシート体とは異なるものであ

性を否定した本件審決の判断も誤りというべきである。 

 エ 相違点の認

定及び相違点に係る容易想到性の判断について，念のため付言する。 

未焼成第２基体４０３」及び「未焼

成保護層４０７」が「未焼成絶縁部材４０５」に対する表面層，すなわち，

本件発明３における「表面アルミナ層」に相当するものであることを前提

に，「上記ジルコニアシートの両表面における外縁部に重なる状態で，上

記アルミナシートの両表面に電気絶縁性を有するアルミナ材料からなる一

対の表面アルミナ層を配置して，シート体を形成」することを本件発明３

と 一致点と認定し， 表面アルミナ層（「未

焼成第２基体４０３」及び「未焼成保護層４０７」）が電極を露出させる
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ための開口用貫通穴を有していない点をもって相違点と認定している。 

ところが，本件審決は，当該相違点に係る容易想到性の判断においては，

「未焼成第２基体４０３」及び「未焼成保護層４０７」が本

件発明３の表面アルミナ層に相当することを前提とした検討・判断を行う

ことなく 未焼成絶縁部材４０５と未焼

成保護層４０７との接合及び未焼成絶縁部材４０５と未焼成第２基体４０

３との接合に接着剤を用いた結果，未焼成絶縁部材４０５の両面に付加的

に形成されるアルミナ系接着剤の層が本件発明３の表面アルミナ層に相当

することを前提として検討・判断を行っているのであり，このような判断

が上記一致点・相違点の認定と整合するものであるかについては，疑問が

ある（本件審決が行ったような検討・判断は

の表面アルミナ層に相当するものが存在しないことをもって相違点と認定

した場合に行われるべきものであるように思われる。）。 

 被告の主張について 

  被告は，甲２発明 に甲３技術を適用する場合の態様として，①甲２発明

の保護層４０７及び第２基体４０３を本件発明３の表面アルミナ層に対応

させた上で，これらを甲３技術の接着剤に置き換える態様，及び②甲２発明

の保護層４０７及び第２基体４０３と固体電解質体との間に甲３技術の接

着剤を追加する態様を想定し，いずれの態様においても，甲２発明 に甲３

技術を適用する動機付けはなく，むしろ阻害要因があるから，甲２発明 及

び甲３技術に基づいて相違点に係る本件発明３の構成を容易に想到すること

はできない旨主張するので，以下，その主張の当否について検討する。 

  ア 被告は，上記①の態様を前提とした場合，接着剤層に開口用貫通穴を設

ける動機付けはなく，むしろ，第１電極４０４の電極部４５１が発熱体４

０２の発熱部４５５と直接対面することになるなどの不都合が生じるから，

阻害要因がある旨主張する。 
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   しかしながら，甲２発明 に甲３技術を適用する場合においては，絶縁

部材４０５の表面及び裏面のうち，第１電極４０４及び第２電極４０６周

囲の電極非形成部分に，各電極の周縁に接するように，かつ，各電極の平

坦部と略面一の状態になるようにアルミナからなる接着剤を塗布して段差

を解消し，平坦化を図った上で４０３ないし４０７の各層を積層すること，

すなわち被告主張の上記②の態様を想定するのが自然であり，本件審決も

当該態様を前提としていることは，本件審決の上記判断内容（審決書５７

ないし６０頁）に照らし明らかである。 

   したがって，上記①の態様を前提とする被告の主張は，そもそもその前

提において失当である。 

 イ 被告は，上記②の態様を前提としても，甲２発明 においては，未焼成

シートを圧着することで各層間の接合を行っているのであるから，それに

加えて更に接着剤を用いることには動機付けがなく，むしろ無駄な工程の

追加となる点において，阻害要因がある旨主張する。 

 しかしながら，前記２

る未焼成シートをアルミナからなる接着剤を介して積層することが本件出

願当時の周知技術であったこと及び導体層の平坦部と略面一の状態となる

ように接着剤を塗布することにより，各未焼成シートと各未焼成スペーサ

との間に局所的な加重が加わることを防止し，各未焼成シート又は各未焼

成スペーサに亀裂が発生することを防止するという甲３技術に係る課題は

甲２発明 にも当てはまるものであることからすれば，甲２及び甲３に接

した当業者であれば，甲２発明 においても，上記のような亀裂の発生を

防止すべく甲３技術を適用しようとする動機付けがあるというべきである

から，被告の上記主張は理由がない。 

 ウ 以上によれば，甲２発明 及び甲３技術に基づいて相違点に係る本件発

明３の構成を容易に想到することはできないとする被告の主張は，いずれ
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も理由がない。 

  小括 

 以上の次第であるから，本件発明３について，甲２発明 及び甲３技術に

基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとすることはできない

とした本件審決の判断は誤りであり，原告主張の取消事由４－５は理由があ

る。 

 ５ 結論 

   以上によれば，原告主張の取消事由４－１，４－４及び４－５には理由があ

るから，その余の取消事由につき判断するまでもなく，本件審決は取り消され

るべきものである。 

   よって，主文のとおり判決する。 
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（別紙１）       本件明細書の図面 

   

 

 

      



- 80 - 

 

 

 

 

 

 



- 81 - 

 

 

 

 

  



- 82 - 

（別紙２）        甲２の図面 
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（別紙３）        甲３の図面 
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（別紙４）        甲５の図面 
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（別紙５）        甲７の図面 

 


